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内部仕上表
＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

機械設備　器具表

１階平面詳細図（職員男子便所・職員女子便所）

１階平面詳細図（男子便所・女子便所）

２階平面詳細図（男子便所・女子便所）

３階平面詳細図（男子便所・女子便所）

＜屋内運動場＞

平面詳細図（男子便所・女子便所・昇降口）

１階平面詳細図（昇降口）

＜普通教室棟＞

１階平面詳細図（職員男子便所・職員女子便所）

１階平面詳細図（男子便所・女子便所）

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

２階平面詳細図（男子便所・女子便所）

３階平面詳細図（男子便所・女子便所）

＜普通教室棟＞

－
原図:A2

NS

＜屋内運動場＞

＜管理教室棟＞

１階展開図（職員男子便所）

＜教室棟＞

１～３階平面詳細図（男子便所・女子便所・多目的便所）

平面詳細図（昇降口・男子便所・女子便所・多目的便所）

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

展開図（男子便所）

展開図（女子便所）

＜屋内運動場＞

＜屋内運動場＞

＜屋内運動場＞

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

１階展開図（男子便所）

１階展開図（女子便所）

２階展開図（男子便所）

３階展開図（男子便所）

２階展開図（女子便所）

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

＜管理教室棟＞

３階展開図（女子便所）

Ａ２８

Ａ２９

Ａ３０

Ａ３１

Ａ３２

Ａ２６

Ａ２７

Ａ２４

Ａ２５

Ａ１８

Ａ１９

Ａ２０

Ａ２１

Ａ２２

Ａ２３

建具表№２（改修）

各部詳細図

建具表№３（カバー工法）

建具表№１（撤去・新設）

建築工事図

〃

＜管理教室棟＞

１階展開図（職員女子便所）
Ａ１７

付近見取図、配置図兼仮設計画図

全体１階平面図

全体２階平面図

全体３階平面図

展開図（多目的便所）

天井伏図（職員男子便所、職員女子便所、男子便所、女子便所）

全体１～３階建具符号図

電気設備工事図

機械設備工事図

電気設備　１・２・３階便所平面詳細図

＜管理教室棟＞

電気設備　１・２・３階平面図

＜管理教室棟＞

電気設備工事特記仕様書

電気設備　平面図・平面詳細図



　再生資源の利用又は建設副産物の搬出がある場合、受注者は受注時において工事請負代金額が１億円以上の工事については、

工事着手前及び工事完了後に「再生資源利用計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」を監督員に提出

すること。

　また、工事着手前にはJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へデータを入力し、工事完了時にはシステムへ実績

報告を行うこと。

　仮設扉　　　　　　　　設置箇所　　・　図示（図面番号：A-06～A-08）

工 事 特 記 仕 様 書 （ 改 修 ）

Ⅰ．工事名称

Ⅱ．工事概要

　１　工事場所

　２　敷地面積

　３　工事内容

　　　　構造

　　　　棟名称

　　　　延べ面積

　　　　工事項目

Ⅲ．建築改修工事仕様

　１　共通仕様

　２　特記仕様

　　　(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　　　(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

　　　(3) 項目欄に記載の（　）内表示番号は改標仕の該当項目等を示す。

章

１

項 目 特 記 事 項

　　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、「三重県公共工事共通仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成25年版[平

　　　成26年3月改定]」（以下「改修標準仕様書」という。）による。

一
 
般
 
共
 
通
 事
 
項

津市立成美小学校便所改修工事

11,114㎡

津市久居新町地内

管理教室棟、教室棟、屋内運動場

管理教室棟：鉄筋コンクリート造 ３階建、教室棟：鉄筋コンクリート造 ３階建、

屋内運動場：鉄筋コンクリート造 ２階建

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号
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特記仕様書№１－
原図:A2
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便所改修

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（平成25年版）

・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（平成25年版）

・建築工事標準詳細図

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

施工方法及び検査に関する事項

※　工事契約後、速やかに調査及び施工計画書等を作成し、現場着手までに市監督員の承諾を得ること。

２　施工条件

１　適用基準等

(1.5.3)

(1.5.2)

(1.6.2)

(1.3.3)

(1.3.5)

(1.6.9)

　引渡を要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成し、監督員へ提出すること。

　引渡を要するもの以外のものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の

促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従

　成形板等の解体・撤去にあたっては、事前にアスベスト含有に係る施工調査を行う。含有が判明した等の場合、改修標準仕

様書(9.1.5)に従い処理する。

　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日

から８月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと

ができる。

　なお、この期間を超えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請

求することはできない。

　適用する

　職種別に可能なものについては、積極的に活用のこと。

　調査範囲及び調査方法　　・　工種別の特記による

　補修方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）　・（　　　　　）

１）　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか「建築材料・設備機材等品質

　　性性能評価事業建築材料等評価名簿」（最新版）（以下「評価名簿」という。）と同等とする。品質が求められる水準以

　　上であれば、市内生産品の優先使用に努めること。

２）　本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取扱業者から購入するよう努めること。

３）　製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、三重県「環境物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「

　　木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した証明書を、監督員に提出すること。

４）　本工事に使用する木材は、品質が求められる水準以上であれば、「三重の木」利用推進協議会が認証する「三重の木」

　　やあかね材認証機構が認証する「あかね材」の優先利用に努めること。

５）　本工事に使用する建築材料のホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆以上とする。

６)　 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし認定製

　　品が入手できない場合は、監督員と別途協議を行うこと。

　　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７)　下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

　　（認定製品の品名：　・　間伐材製工事用バリケード　・　看板　・　標示板　・　ガードフェンス　・　合成型枠）

　測定対象化学物質（●で示したものとする。）
適用 施設用途

住宅

その他

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

スチレンエチルベンゼンキシレントルエンホルムアルデヒド

学校,教育施設

パラジクロロベンゼン

　測定対象室及び測定個所数　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（　　　　　　）

　測定方法（　・　パッシブ法　・　アクティブ法）

　報告書提出部数　２部

　改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の使用に努めること。

　　工事写真の撮り方／建築、及び同／建築設備に従い撮影する。

　 　 提出部数　 １ 部　 用紙は上質紙とする。

　作成する　（　・　完成図A2版2部　　・　保全に関する資料　　・（　　　　　））

　完成図作図範囲（設計図を修正）

　工事写真は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編）」等に基づき電子媒体も提出すること。

　（提出部数　・　３部　・　　部）

　工事完成図書は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（工事完成図書編）」に基づき電子媒体も提出すること。

　（提出部数　・　３部　・　　部）

　施工範囲

　　・　図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の補強

　　・　図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強

　　・　自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　　・　駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び　操作スイッチ

　施工図

　　・　設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受けること。

(1.3.12)

修する。

　工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補

　工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故発生報告書を監督

員が指示する期日までに、監督員に提出すること。

　また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、検証等に協力すること。

22　事故報告

　　交換システムの

　　利用

６　建設副産物情報

７　三重県産業廃棄

    物税

８　電気保安技術者

９　技能士

10　施工数量調査

11　調査のための

    破壊部分の補修

12　建築材料等

13　化学物質の濃

　　度測定

14　特別な材料の

　　工法

15　騒音・振動の

　　防止

16　工事写真

17　完成図

(1.8.2)

18　完成写真

19　電子納品

20　設備工事との

　　取合い

21　既存部分等へ

    の処置

23　市内企業優先

　　使用

　本工事において、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方は津市内に本店（建設業法において規定する主たる

営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

24　総合評価方式 　本工事で提案不履行があった場合は、本工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）

で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

25　不当介入を受

    けた場合の措置

　暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１４号）を受けた場合の措置について

１）　受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１２号）による不当介入を受けた場合は、

　　断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必

　　要な協力を行うこと。

２）　(１)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告するこ

　　と。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

３）　受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行

　　うこと。

26　消防提出書類 １）　消火器の設置届については、電気及び機械設備にて設置届が不要な場合は、建築にて設置届を提出するものとする。

２）　防火対象物使用開始届については書類の作成（建築図面の用意及び建築に関する部分の記述）を行うこと。

27　主任技術者又

　　は監理技術者の

　　の専任を要しな

　　い期間

１）　現場施工に着手するまでの期間

　　　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

　　での期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日につい

　　ては、請負契約締結後、監督員との打合せにおいて定める。

２）　検査終了後の期間

　　　検査完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残って

　　いる期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

　　工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

28　工事の一時中

    止に係る計画

    の作成

　契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画（以下

「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

　なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関

すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにす

る。

　工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

29　労働安全衛生

    法に基づく労働

    災害防止措置

　労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講ずる必要がある場合、その措置を講ずべき者として、同法第30条第２項の

規定に基づき、本工事の請負者を指名する。この場合における指名への同意は、本工事の請負契約を締結することにより得ら

れたものとみなす。

２

仮

設

工

事

(2.3.2)

(表2.3.1)

１　足場 　設置する足場について、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成21年４月）」により、「働きやすい安

心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の

作業は、「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」の２の(２)手すり据置き型方式又は(３)手すり先行専用足場方

式により行うこと。

　内部足場の種別　・　きゃたつ　　・　足場板　　・（　　　　　）

　外部足場の種別　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　　・　Ｅ種

　防護シート等による養生　　　・　適用する　　・　適用しない

(2.2.1)

(表2.2.1)

２　既存部分の養生

(2.3.1)

　既存部分の養生　　・　図示（図面番号：A-06～A-08）

　既存ブラインド・カーテンの養生

　　養生方法（　　　　　　　　　　）

　　保管場所　・　構内既存施設内

３　仮設間仕切り 　屋内の仮設間仕切り　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　　　　　　　　　　　合板　厚さ　・　９㎜　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　せっこうボード　厚さ　・9.5mm　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　合板又は石こうボードの塗装　・　行う　　・　行わない

　　　　　　　　　　　　種別　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

４　監督員事務所

(2.4.1)

・　構内建物内の一部を使用する。

・　設置する　　・　設置しない

５　監督員事務所の

    備品等

(2.4.1)(b)

種類

数量

種類

数量

種類

数量

机・いす

長靴

消火器

書棚

雨合羽

掃除具

黒板・白板

保護帽

受注者加入電話

FAX

掛時計

懐中電灯

冷暖房機器

温度計

衣類ロッカー

インターネット

組

足

個

台

着

個

個

個

台

個

個

台

個

台

台

６　仮設便所 　構内既存の施設

　・　利用できる　　・　利用できない

７　工事用水 　構内既存の施設　

　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

８　工事用電力 　構内既存の施設　

　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

　有償利用の場合において、本工事で新規受電又は既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は、本工事

に含まれる。

９　交通誘導警備員 　配置　　・　図示（図面番号：A-05）

※　工事中の安全計画・消防計画等は、市監督員と十分協議し災害防止に努めること。

※　本工事における諸官庁への届出、手続き及び書類等は、速やかに提出し工事の遂行に影響の無いよう努めること。

※　屋外仮囲い、撤去工事等の現場への本格着手は７月２３日からとする。

※　教室棟の現場着手は８月１日からとする。

※　作業着手までの校内調査は、事前に学校及び市監督員の承諾を得るものとし、休日等の行事に影響を与えない

　　範囲とする。

５　発生材の処理等

る法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）施行令で定める建設工事の規模に関する基準

　本工事は、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関す

以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講

ずることとする。

　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

　分別解体等の方法
工程 作業の有無 分別解体等の方法

基礎・基礎ぐい

上部構造部分・外装

屋根

その他

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

建築設備・内装等

（　　　　　）

　・　引き渡しを要するもの　（・　無　　・　　　　　）

　・　特別管理産業廃棄物　　　・　有（石綿板（アスベスト含有））　　処理方法（埋立処分）

　・　現場において再利用を図るもの　　（　　　　　）

　・　再資源化を図るもの　　　・　コンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　・　アスファルトコンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　・　建設発生木材

(1.3.8)

・　部分引き渡しあり　・　部分使用あり
    分使用
３　部分引渡し、部

　埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。

　・　発掘調査等の実施あり

４　埋蔵文化財調査

い適切に処理し、監督員に報告すること。（マニフェストA、B2、D、E票の写しを提示すること。）

　完成図はＣＡＤにより作成することとし、著作権にかかる使用権は発注者に移譲するものとする。

　写真は、着工前・施工中・完成を同一場所から、黒板なしで撮影する。

（Ａ４版用紙に１ページあたり３枚）

※　作業後の校舎等の施錠については学校側と十分協議を行うこと。

※　工事期間中においても、校舎・屋内運動場の利用がある。（夜間開放有り）

※　工事期間中、現場内入場者、近隣関係者へ危害を与えないよう注意し、かつ周辺道路等に資材を落下させたり、

　ほこり等を飛散させないよう万全の注意を払うこと。又、夏休み等学校休校日であっても生徒等が利用している

　場合があるので注意を払うこと。

※　工事車両の出入りについては、安全確保に十分配慮すること。

※　大型車両通行時には誘導員を配置し、通行人及び敷地周辺の安全に十分配慮すること。

※　工事車両及び工事関係車両は、周辺道路に駐車しないこと。

※　緊急且つ必要な場合において、市監督員以外（学校関係者等）が直接受注者に指示することがある。

その場合は当該指示に従うこと。

※　特定作業に伴って発生する騒音は、低振動・低騒音に努め騒音規制法に基づき関係機関への届出・打合せの上、

　作業に着手する事とし又、周辺住民からの苦情があった時は、工事を一時中断し、誠意をもって地元調整を行い、

　工事の再開は市監督員の承認を得てから行うこと。

※　撤去工事等のはつり作業については、騒音・振動に十分配慮した施工を行うこと。

※　本校舎には、警備設備が常設されているため、施工中の対応方に万全を期すこと。

※　工事着手前には、現況状況把握の為に破損箇所等があれば、市監督員立合いのもと写真に記録しておくこと。

　また、工事過程に於いて、既設施設に破損等を与えた場合は、請負者の負担において速やかに復旧すると共に、

　市監督員に報告すること。

※　工事用水、電力については施設既存の施設を無償で利用できる。但し、学校業務に影響しないよう事前に

　打合わせのうえ計画し、施工すること。

※　設計図書に明記なくとも機能上及び構造上当然必要と認められるもの並びに、取り合いのはつり補修復旧は

　本工事に含む。なお内訳書の数量は参考とし、当図面を優先する。

※　校内での作業・通行等は安全確保に十分注意すること。

※　８月３１日までに、市検査課による完了検査を受け、引き渡しを行うこと。

管理教室棟：3,432㎡、教室棟：2,543㎡、屋内運動場：1,050㎡
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４　木下地等

(6.5.1)(c)

(表6.5.1)

(6.5.2)(a)(1)

(表6.5.2) 

　木材の含水率（工事現場搬入時、質量比）

部材名称

下地材

造作材

種 別

・　Ａ種　・　Ｂ種

・　Ａ種　・　Ｂ種

(6.5.2)(b)(1) 　製材

　「製材の日本農林規格」による製材

部位 樹種・寸法・形状 等級 含水率

下地用

針葉樹製材

造作用

針葉樹製材

広葉樹製材

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

(6.5.2)(b)(2)

(ⅳ)

(表6.5.3)

　「製材の日本農林規格」以外の製材

　樹種

部 位

(6.5.2)(b)(2)(ⅳ)

(6.5.2)(c)(i)

(6.5.2)(b)(ⅱ) 　「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

　造作用集成材

部 位

・　図示

・　図示

造作用集成材

化粧ばり造作用

集成材

化粧ばり構造用

造作用集成材

・　図示

　表面仕上げ　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種

・（　　　　）

　造作材の材面の品質　・　Ａ種　　・（　　　　　）

　代用樹種の使用　・　禁止する　　・　禁止しない

(6.5.2)(c)(ⅱ) 　「集成材の日本農林規格」以外の製材

(6.5.2)(d)(ⅰ)

　「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

　造作用単板積層材

部位 厚さ 表面の品質 防虫処理

造作用単板積層材 ・（　　　　） ・（　　　　）
・　図示

　（図面番号：　　　　）

(6.5.2)(d)(ⅱ) 　「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

(6.5.2)(e) 　・　床張り用合板等

部材名称 樹種名 接着の程度 等級 板面の品質 防虫処理等

(6.5.5)(a) 　・　防腐、防蟻処理

(6.5.5)(b) 　・　防虫処理

５　軽量鉄骨天井下

　　地

(6.6.2)

(表6.6.1)

(6.6.3)

　野縁等の種類

　形式及び寸法

（6.6.4） 　既存埋込みインサート

　既存埋め込みインサート、あと施工アンカーの引き抜き試験

　耐震天井

　樹種、寸法、見付け材面の品質　・　図示（図面番号：　　　　　）

　含水率　　・　１５％以下　　　・（　　　　　）

　含水率　・　１４％以下　　　・（　　　　　）

　厚さ、表面の品質、防虫処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　適用部位　図示（図面番号：　　　　　）

　　　保存処理性能区分（　　　　　）

　　　薬剤の塗布等の処理方法（　　　　　）

　　　ボード原料接着剤への防腐・防蟻処理（　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　屋内　　・　19形　　・（　　　　　）

　　・　屋外　　・　25形　　・（　　　　　）

　　・　屋外　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　耐震天井　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ふところ＞3m　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　使用する　　・　使用しない

　　・　行う（図示（図面番号：　　　　　））　　・　行わない

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

６　軽量鉄骨壁下地

(6.6.4)(a)(1)

(6.7.3)

　スタッド、ランナー等の種類

７　ビニル床シート、

　　ビニル床タイル

　　及びゴム床タイ

　　ル張り

(6.8.2)

(6.8.2)(b)

(6.8.2)(a)

　材料

　・　ビニル床シート【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号 色柄 厚さ 備考

ＦＳ 無地 2.0㎜

　・　ビニル床タイル【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号 厚さ

2.0㎜

備考

半硬質ビニル床タイル

　　・　図示

　　・　ふところ≧1.5m　　・　改修標準仕様書(6.6.4)(h)　　・　図示（図面番号：　）

　樹種、寸法、材面の品質、防虫処理、難燃処理及び含水率　・　図示（図面番号：　）

樹 種 県 産 材

　（図面番号：　　）

　（図面番号：　　）

　（図面番号：　　）

見付け材面の等級 厚さ

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

樹 種 ・ 寸 法

(5.10.3)

(5.10.2)(f)

　　　　　　　　　　　JIS G 3322　・　AZ90 　・（　　　　　）

　　・　めっき付着量　JIS G 3312　・　Z06　　・　F06　　・（　　　　　）

　　・　インターロッキング形　　　・　オーバーラッピング形

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　　・　めっき付着量　・　Z12　　・　F12　・（　　　　　）

　　・　設ける　　・　設けない

　　・　上部電動式（手動併用）　　・　上部手動式

　　・　屋内用防火シャッター　　・　防煙シャッター

　　・　一般重量シャッター　　　・　外壁用防火シャッター

　　・　改修標準仕様書(表5.9.1)による　　・（　　　　　）

　凍結防止措置　　・　あり　　・　なし

　スラットの材質及び形状

　・　上部電動式（手動併用）　・　手動式 

　開閉形式

(表5.11.1)

　一般重量シャッターのシャッターケース

(表5.10.1)

(5.10.2)(c) 　開閉機能

　耐風圧強度（　　　　Pa以上）

　種類

　自閉式上吊り引戸装置の性能値

(5.9.3)

　　引戸装置

　センサの種類

　開閉装置の性能値

(5.8.3)(f)

(表5.8.3)

(5.8.3)

(5.8.2)

　　装置

　　ドドア

(5.12.2)

　セクション材料

　型式及び機構

　開閉方式

　収納形式

(5.12.3) 　ガイドレール

(5.13.4)

(5.13.2)(a)

(5.13.2)(b)

　　法、形状等

(5.13.3)

　・　改修標準仕様書（表5.13.1)　による

　　ク積み

(5.13.5)

　ガラスブロック

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施行計画書として提出する。

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　・　シーリング　　・　ガスケット（　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　表面形状、寸法、厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　金属枠、補強材　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　化粧カバー　・　図示（図面番号：　　　　　）

　工法　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　スチールタイプ　　・　アルミニウムタイプ　　・　ファイバーグラスタイプ

　　・　バランス式　　・　チェーン式　　・　電動式

　　・　スタンダード形　　・　ローヘッド形　　・　ハイリフト形　　・　バーチカル形

　　・　溶融亜鉛めっき鋼板　　・　ステンレス鋼板

１　一般事項

(6.1.3)(b)

　既存間仕切壁の撤去に伴う取り合い部分の改修範囲

改修部分

・　天井

・　床　

・　壁　

改 修 範 囲

・　図示（図面番号：　　　　）

・　図示（図面番号：　　　　）

・　図示（図面番号：　　　　）

(6.1.3)(c)

(6.1.3)(f)

　天井内の既存壁の撤去に伴う取り合い部の天井改修範囲

　天井の撤去に伴う取り合い部の壁面改修

　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

    地補修

２　既存床撤去、下

(6.2.2)(a)(1)

(6.2.2)(a)(2)

(6.2.2)(c)

　既存床仕上げ材の除去等

　浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去

　合成樹脂塗り床材の除去等

　改修後の床の清掃範囲

　　・　施工範囲及び施工によって汚れが生じた範囲

　　・　行う　　・　行わない

　　・　機械的除去工法　　・　目荒し工法

　　・（　　　　　）

    地補修

３　既存壁撤去、下

(6.3.2)

　既存間仕切壁の撤去に伴う他の構造体の補修工法

　　・（　　　　　）

21　ガラスブロッ

20　ガラス溝の寸

19　ガラス留め材

18　板ガラス

17　オーバーヘッ

16　軽量シャッター

(5.11.2)

15　重量シャッター

(5.10.2)

14　自閉式上吊り

13　自動ドア開閉

　・　図示

６

内

装

改

修

工

事

１　改修工法

(5.1.3)

　・　かぶせ工法

　・　撤去工法

２　防火戸

(5.1.4)

３　見本の製作

(5.1.5)

４　防犯建物部品

（5.1.7）

(5.1.6)(c)

５ ブラインドボッ

   クス等

６　アルミニウム製

　　建具

(表5.2.2) 　アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理の種別

　・　外部に面する建具

　・　内部に面する建具

　　・　カバー工法　　・　持出し工法　　・　ノンシール工法

　　・　はつり工法　　・　引抜き工法

　・　例示仕様　　　　・　個別認定（認定番号：　　　　）

　・　自動閉鎖機構　　・　図示（図面番号：　　　　）

　・　製作する　　・　製作しない

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　再使用する　　・　再使用しない

　性能等級等　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　結露水の処理方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　・　B-1　　・　B-2　　・（　　　　）

　　　・　C-1　　・　C-2　　・（　　　　）

(5.2.2)

(表5.2.1)

(5.2.4) 　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

７　網戸

(5.2.3)(e) 　防虫網の材質

　網目

８　樹脂製建具 　性能等級等

９　鋼製建具 　鋼製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　　・　外部に面する建具の耐風圧

(5.4.2)

(5.4.3)

(5.4.4)

　鋼製軽量建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　・　H>2400又はW>950の建具

　表面仕上げ

　・　H>2400又はW>950の建具

　　・　塗装

　　・　ビニル被覆鋼板

　　・　カラー鋼板

　・　可動式　　・　固定式

　・　合成樹脂製　　・　ガラス繊維入り合成樹脂製　　・　ステンレス(SUS316)製

　・　16メッシュ　　・　18メッシュ

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　ガラス　　・　複層ガラス　　・（　　　　　）

　建具枠見込寸法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　水切り　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　ぜん板　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　丁番　　・　改修標準仕様書(表5.7.3)による　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　めっき付着量　JIS G 3302　　・　Z12　　・　F12　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　JIS G 3317　　・　Y08　　・（　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ステンレス鋼板（　・　HL　　・　鏡面）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

(表5.3.1)～

(表5.3.3)

(5.3.2)～(5.3.5)

(5.5.2)

(5.5.5)

(5.2.2)(b)

(5.5.3)

(5.5.4)

(5.7.3)(a)

(5.2.3)(a)

10　鋼製軽量建具

　　建具

(5.6.2)

(5.4.2)

　ステンレス製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

(5.6.3)

(5.6.4)

(5.6.5)

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　材料　・　SUS304　　・（　　　　　）

　表面仕上げ　・　HL仕上げ　　・（　　　　　）

　曲げ加工　・　普通曲げ　　・　角出し曲げ

(5.7.2)

(5.7.4)

　金物の見え掛かり部等の材質等

　マスターキー　・　製作する　　・　製作しない

　引渡用鍵箱　　・　必要　　　　・　不要

　　・　改修標準仕様書(表5.7.1)による

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

11　ステンレス製

12　建具用金物

　　・　亜鉛めっき鋼板　焼付塗装

５

建

具

改

修

工

事

　ルト防水

１　アスファ

(3.1.4)

(3.3.3)

(表3.3.3～

表3.3.10)

・　P1B 

工法 種別 施工箇所

・　B-1　※　B-2 

・　P1E

・　P2E 
・　E-1　※　E-2 

(3.3.2)(h)

(3.3.3)(b)(2)

(3.3.3)(d)

断熱層工法の断熱材（P1BI、P2AI及びT1BI工法）

材質　※　押出法ポリスチレンフォーム3種b（スキン層付）

厚さ　・　

脱気装置（M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI）

保護層　・　設ける　・　設けない

　　　　・　設ける（設置数量　※図示、材質　　　）　・　設けない

　ルトシート防水

２　改質アスファ

(3.4.3)

表(3.4.1～

表3.4.3)

(3.4.3)(2)(3)

施工箇所 種別 工法

・　AS-1　・　AS-2

・　AS-3
・　M4AS

　　　　・　設ける（設置数量　※図示、材質　　　）　・　設けない

脱気装置

３　合成高分

　子系ルーフ

　ィングシー

　ト防水

表(3.5.1)

(3.5.3)

(3.5.2)(b)

(3.5.3)

　絶縁用シート　※　発泡ポリエチレンシート　・　

　　　　・　設ける（設置数量　※図示、材質　　　）　・　設けない

施工箇所 種別 工法

・　S3S

・　S3SI 

屋上防水・　M 4 S ・　S - M 2

・　S - F 2

脱気装置：製造所の指定による

４　塗膜防水

(3.6.3)

表(3.6.1)

(3.6.3)(a)

(3.6.3)(b) 脱気装置

保護層　※図示

・　P0X

・　L4X 
・　X-1　・　X-2 

工法  種別 施工箇所

　　　　・　設ける（設置数量　※図示、材質　　　）　・　設けない

工法  種別 施工箇所

・　P1Y

・　P2Y
・　Y-2　・　

２階屋上、庇、ベランダ

・　自閉樹脂塗膜防水　　・・・施工箇所：ピット内外

・　超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水・・・施工箇所：庇上面

５　既存防水

　層表面の仕

　去

　上塗装の除

(3.2.6)(c)(2)

（L4X）　・　行う　・　行わない

（M4AS,M4ASI,M4C,M4DI）　・　行う　・　行わない

６　シーリング

(3.7.4～7)

(3.7.2)

(表3.7.1)
・　SR-1 

・　SR-2

・　MS-2 

・　PS-2 

・　PU-2 

材種 施工箇所

シリコーン系 

シリコーン系 

ポリサルファイド系 

ポリウレタン系 

変成シリコーン系 

種類

材料

　　（拡幅幅　　㎜、拡幅深さ　　㎜）　

・　ブリッジ工法　

　　（ボンドブレーカー幅　　mm、エッジング材幅　　mm）

工法

・　シーリング充填工法

・　シーリング再充填工法

・　拡幅シーリング再充填工法

ｶﾞﾗｽ廻り

ﾀｲﾙ廻り

建具廻り

３

防

水

改

修

工

事

外

壁

改

修

工

事

４



(6.8.2)(c)(1) 　・　帯電防止床シート又は床タイル

厚さ 備考種類 性能

(6.8.2)(c)(2) 　・　視覚障害者用床タイル

種類 形状 備考

ビニル床タイル

(6.8.2)(c)(3) 　・　耐動荷重性床シート

種類 性能 厚さ 備考

(6.8.2)(c)(4)

種類 性能 厚さ 備考

(6.8.2)(e) 　・　ゴム床タイル

種類 厚さ 備考

　・　防滑性床シート又は床タイル

300×300×7.0㎜

(6.8.3)(a) 　工法

(6.8.3)(b) 　ビニル床シート張り

　　下地　　・　モルタル下地　　・　木下地　　・　その他（　　　　　）

　　熱溶接工法　・　適用する　　・　適用しない

(6.9.3)(a)

(表6.9.1)

　・　織じゅうたん

種別 帯電性 品質の程度

　・　Ａ種

　・　Ｂ種

　・　Ｃ種

　・　カットパイル

　・　ループパイル 　・（　　　　）

　品質の程度欄に記載した商品名は、品質の程度を示すための参考商品名である。（以下同様）

パイルの形状

(6.9.3)(b)

(表6.9.2)

　・　タフテッドカーペット

パイルの形状 パイル長(㎜) 帯電性 工法 品質の程度

　・　人体帯電圧

・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　　3KV以下

　・（　　　　）

・（　　　　）

・ グリッパー工法

・ 全面接着工法

　・　カット、ループ併用

・　カット、ループ併用

・　カットパイル

・　ループパイル

(6.9.3)(c) 　・　ニードルパンチカーペット

厚さ(㎜) 備考帯電性

　・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　・（　　　　）

(6.9.3)(d)

(表6.9.2)

　・　タイルカーペット

種類 パイルの形状 寸法(㎜) 総厚さ(㎜) 品質の程度

・500×500 ・6.5

・（　　　　）

・（　　　　） ・（　　　　）
・（　　　　）

　・　カットパイル

　・　ループパイル

(6.9.3)(e)

(6.9.3)(f)

(6.9.4)(e) 　敷き方

平場

階段部分 ・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

(6.10.3)(b)(1)

 (表6.10.4)

(6.10.3)(b)(2)

(表6.10.4)～

(表6.10.8)

　弾性ウレタン塗床の仕上げ種類、工程

　エポキシ樹脂塗床の仕上げ種類

　　・　薄膜流し展べ仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　厚膜流し展べ仕上げ（・　平滑　・　防滑）

　　張り

(6.11.6)

(表6.11.6)

　・　モルタル埋込み工法

　　　フローリングブロック(単位:㎜)

樹種 厚さ 寸法 備考

・（　　）

・　15　　

・（　　　）

・　303×303 ・　辺材部分には、防虫処理を行う

・（　　　　　　　）

(6.11.4)

(表6.11.2)

　・　釘留め工法

材料 種別 樹種

・　　なら　　

・　（　　　）

・　（　　　）

・　　なら　　
・　Ａ種

・　Ｂ種

・　Ｃ種

　・　フローリングボード

　　（根太張用）

　・　複合フローリング

　　（根太張用）

　見切り、押え金物　・　適用する（材質、種類及び形状　　・　図示（図面番号：　　　　　））

　下敷き材　　　　　・　第２種第２号、厚さ８㎜　　・（　　　　　）

　　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　　・　つや消し仕上げ

　防湿処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　接着工法

材種 樹種 厚さ 大きさ

・複合１種フローリング

・複合２種フローリング

（直張用）

（直張用）

・複合３種フローリング

（直張用）

・　なら　　

・　フローリングブロック（直張用）

・　フローリングボード（直張用）　

・ モザイクパーケット （直張用）

　緩衝材　・　合成樹脂発泡シート　・　図示（図面番号：　　　　）

・（　　　）

・（　　　） ・（　　　） ・（　　　）

(表6.11.6)

(表6.11.5)

(表6.11.3)

(6.11.5)

(6.11.6)

・ Ａ種

・ Ｂ種

・ Ｃ種

(6.12.2)

(表6.12.1)

　　ド、その他ボー

　　ド及び合板張り

(6.13.2)

(表6.13.1)

材種

・　せっこうボード

(6.13.2)(h) 　遮音シール材

(6.13.3)(e)(3) 　合板類の張付け

　　・　シーリング材　・　ジョイントコンパウンド

(6.13.3)(g)(1)

(表6.13.5)

　せっこうボードの目地工法

　　・　継目処理　・　突付け　・　目透し

(6.14.2)

施工箇所 品質 防火性能

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

　種別　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(6.11.7)(2) 　塗装

　　・　ウレタン樹脂ワニス塗り（１液形、Ｂ種）

　　・　オイルステイン塗りのうえワックス塗り

　　・　生地のままワックス塗り

　　・（　　　　）

(6.15.3)

(6.15.6)

(6.11.6)

(6.16.2)

(6.16.3)

　伸縮調整目地

　タイルの種類

施工箇所 形状寸法 工法
用途によ

る区分　

耐凍害

性有無特注色
役物

Ⅲ類(陶器)Ⅱ類(せっ器)Ⅰ類(磁器)

区分 標準・ すべり

抵抗性

(6.16.3)(b)(1)

（6.15.5）

　試験張り　・　行う　・　行わない

　見本焼き　・　行う　・　行わない

　コンクリート素地面の目荒らし工法　・　行う

　　ング材塗り

(6.17.2)

　・　せっこう系　・　セメント系

　既製目地材　・　使用する（形状：　　　　　）

　床の目地　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　緩衝材　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　位置　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）　

　　塗厚（　　　　　）㎜

(6.17.3)

(9.5.2)

　断熱材打込み工法

種類 種別 厚さ（㎜） 施工箇所

・　ビーズ法ポリスチレンフォーム

・　フェノールフォーム

　断熱材現場発泡工法（吹付硬質ウレタンフォーム）

種類 施工箇所

・　Ａ種１

・　Ａ種３

・　窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレン回りの床版

・　押出法ポリスチレンフォーム

・　Ａ種硬質ウレタンフォーム

・　Ａ種２

(9.5.3)

  下等、部分的に後張りとしなければならない箇所

　種類　・　Ａ種　　・　Ｂ種

厚さ[㎜]

・（　　　　　）

・（　　　　　）

８　カーペット敷き

９　合成樹脂塗床

10　フローリング

17　断熱材

16　セルフレべリ

15　タイル張り

14　モルタル塗り

13　壁紙張り

12　せっこうボー

11　畳敷き

７ １　材料

(7.1.3)(b)

　・　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

２　下地調整

(7.2.1～7.2.7)

(表7.2.1）～

（表7.2.7)

　既存塗膜の除去範囲（塗り替えでＲＢ種の場合）

　・　次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

塗

装

改

修

工

事

　種別

下地 種別 ひび割れ部の補修

・　行う

・　行う

・　行う

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　木部

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　モルタル、プラスター面

・　コンクリート、押出成形セメント板面

・　せっこうボード、その他ボード面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

３　錆止め塗料塗り

(7.3.2)

(表7.3.1)

(7.3.3)

　錆止め塗料種別

　　・　鉄鋼面

　　　　屋外　Ａ種

　　　　屋内　・　Ａ種　　・　Ｂ種

４　合成樹脂調合ペ

  イント塗り(SOP)

(7.4.2)

(7.4.3～7.4.5)

(表7.4.1)～

(表7.4.3)

　種別

下地 種別

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種・　亜鉛めっき鋼面

・　鉄鋼面

・　木部

５　クリヤラッカー

    塗り(CL)

(7.5.2)

(表7.5.1)

　木部　　・　Ａ種　・　Ｂ種

　種別

６　フタル酸樹脂エ

　　ナメル塗り(FE)

(7.6.2)～(7.6.3)

　種別

・　鉄面及び亜鉛めっき鋼面

・　木部

下地 適用

・　改修標準仕様書(表7.6.1参照)

・　改修標準仕様書(表7.6.2参照)

７　アクリル樹脂系

　　非水分散形塗料

　　(NAD)

(7.7.2)

(表7.7.1)

　種別

８　耐候性塗料塗り

　　(DP)

(7.8.2)～

(7.8.4)

(表7.8.1)～

(表7.8.3)

　上塗り等級

　　・　１級（フッ素系）　・　２級（シリコン系）　・　３級（ポリウレタン系）

下地 種別

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

コンクリート面及び

押出成形セメント板面

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ－１種　・　Ａ－２種

　・　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種

　・　Ｃ－１種　・　Ｃ－２種

　塗料種別　　・　１種　　・（　　　　　）

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表7.3.3)～

(表7.3.4)

　錆止め塗料塗り種別

　　鉄鋼面　　　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　・　亜鉛めっき鋼面

　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

９　つや有合成樹脂

　　エマルションペ

　　イント塗り

　　(EP-G)

(7.9.2)～(7.9.5)

(表7.9.1)～

(表7.9.4)

　種別

コンクリート、モルタル、

プラスター、せっこうボード、

その他ボード面

木部（屋内）

鉄鋼面（屋内）

亜鉛めっき鋼面（屋内）

下地 種別

　しみ止め（　　　　）

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　　ルションペイン

　　ト塗り(EP)

　種別

　しみ止め　・（　　　　　　　　　　　　）

(7.10.2)

（表7.10.1)

　　ルション模様塗

　　料塗り(EP-T)

　種別

(7.11.2)

　種別

　　ワニス塗り(UC)

　　メル塗り(LE)

(7.13.2)

(表7.13.1)

　種別

　　ン塗り(OS)

　・　改修標準仕様書(表7.14.1参照)

(7.14.2)

　　塗り(WP)

　種別

(7.15.2)

(表7.15.1)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表7.11.1)

(7.12.2)

(表7.12.1)

15　木造保護塗料

14　オイルステイ

13　ラッカーエナ

12　ウレタン樹脂

11　合成樹脂エマ

10　合成樹脂エマ
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昇降口 標準

標準屋内運動場 100角

100角

標準100角各便所

－
原図:A2

NS

　　・　樹脂モルタル仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　薄膜流し展べ仕上げ（厚膜型塗床材　1mm）（・　平滑）

・　化粧せっこうボード

・　ロックウール化粧吸音板

・　けい酸カルシウム板

・　シージングせっこうボード

種別 厚さ(mm)

壁

天
井

・　 9.5(準不燃)

・　12.5(不燃)

・　12.5(不燃)

・　 9.5(準不燃)

・　 9.5(準不燃)

・　 9.5(準不燃)

・　 9

・　トラバーチン模様

・　木目模様

・　普通

・　立体模様

・　タイプⅡ0.8FK ・ 　5

壁 ・　12.5



一部撤去

内 部 仕 上 表

室名階棟

玄関ホール
１
階

記号

改修前

改修後

磁器質１００角タイル張　一部撤去

記号 記号Ｈ

１００

記号

巾 木

記号
Ｃ Ｈ 室名札 廻縁

６, ２５０ 塩ビ

床

仕 上下 地 仕 上 下 地 仕 上

腰 壁 天 井

仕 上下 地仕 上下 地

壁
備 考

普
通
教
室
棟

合板ァ６+杉板ァ９羽目板張

既設のまま

木下地

Ｗ９００×Ｄ６００　２か所新設

Ｗ９００×Ｄ６００ ２か所撤去
モルタル下地　一部撤去

Ｆ１

モザイクタイル張　一部撤去

１
階

改修前 ２, ５００ 塩ビ
ＬＧＳ下地

既設のまま

既設仕上

下地調整材塗の上
エポキシ樹脂系塗床

モルタル金コテ押エ　ＥＰ塗

既設のまま

管
理
教
室
棟

改修前 塩ビ２, ５００石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去
ＬＧＳ下地

既設のまま

汚垂タイル張

モルタル下地 モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗

既設のまま

エポキシ樹脂系塗床

職員用女子便所

改修後

モルタル木コテ下地

モザイクタイル張　一部撤去

職員用男子便所

改修後

石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去
陶器質１００角タイル張

既設のまま

モルタル下地　一部撤去

モルタル下地　一部撤去

土間コンクリートァ１２０ 一部撤去

Ｗ２

Ｆ２

Ｆ３

既設仕上

下地調整材塗の上
Ｆ３

Ｃ１

Ｃ１

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

ＡＥＵ塗　既設のまま

Ｆ４

コンクリート下地
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杉板ァ１２羽目板張（Ｈ８００）

－
原図:A2

NS

モルタル木コテ下地 磁器質１００角タイル張

木製巾木
既設のまま 既設のまま 既設のまま

－ － － － － －－

－

－ － －

－

モルタル木コテ下地

陶器質１００角タイル張－ － － － － － －

土間コンクリートァ１７０
下地調整材塗の上

－ － － － － － － － －

女子便所

改修前

改修後

塩ビ２, ５００
モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗

既設のまま

既設仕上

下地調整材塗の上
エポキシ樹脂系塗床

石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去

塩ビＦ３ Ｃ１

モザイクタイル張　既設のまま
ＬＧＳ下地

既設のまま

改修前 塩ビ２, ５００
モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗

既設のまま

エポキシ樹脂系塗床

男子便所

改修後

石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去

塩ビ

既設仕上

下地調整材塗の上
Ｆ３

Ｃ１

モザイクタイル張　一部撤去
ＬＧＳ下地

既設のまま

Ｆ４
土間コンクリートァ１７０
下地調整材塗の上

モルタル下地　一部撤去

土間コンクリートァ１２０ 一部撤去

－ モルタル木コテ下地Ｗ２ 陶器質１００角タイル張

－ モルタル木コテ下地Ｗ２ 陶器質１００角タイル張

モルタル下地

一部撤去

モルタル下地

一部撤去

－ － － － －

－ － － － －

改修前 塩ビ２, ５００
モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗

既設のまま
石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去

既設仕上

下地調整材塗の上
Ｆ３

モザイクタイル張　一部撤去モルタル下地　一部撤去
ＬＧＳ下地

既設のまま
男子便所

改修後 エポキシ樹脂系塗床 塩ビＣ１－ － － － －

女子便所

改修前

改修後

塩ビ２, ５００
モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗

既設のまま
石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去

塩ビ
既設仕上

下地調整材塗の上
エポキシ樹脂系塗床Ｆ３ Ｃ１

モザイクタイル張　既設のまま
ＬＧＳ下地

既設のまま

改修前 ＬＧＳ下地 塩ビ２, ５００
モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗

既設のまま

既設仕上

下地調整材塗の上
Ｆ３

モルタル下地　一部撤去 モザイクタイル張　一部撤去

エポキシ樹脂系塗床改修後

玄関

改修前

改修後

磁器質１００角タイル張　一部撤去 １００
２, ７００

２, ６００
塩ビ

テラゾブロック

既設のまま 既設のまま 既設のまま既設のまま

コンクリート下地 モルタル刷毛引キ　吹付タイル コンクリート下地 モルタル刷毛引キ　吹付タイル

既設のまま Ｗ１６００×Ｄ７００　２か所撤去

Ｗ１６００×Ｄ７００　２か所新設
Ｆ１

改修前 ＬＧＳ下地 塩ビ２, ５００
モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗コンクリートァ１２０

モルタル下地 一部撤去 一部撤去

コンクリートァ１２０

一部撤去 一部撤去

陶器質１００角タイル張　Ｈ１２００

磁器質１００角タイル張

化粧ＰＢァ９張　既設のまま

石綿板ァ４　目スカシ張　既設のまま

女子便所

改修前

改修後

ＬＧＳ下地 塩ビ２, ５００
モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗

既設のまま

既設仕上

下地調整材塗の上
エポキシ樹脂系塗床Ｆ３

モザイクタイル張　既設のまま

陶器質１００角タイル張
ＬＧＳ下地 塩ビ２, ５００モザイクタイル張　既設のまま改修前

既設仕上

下地調整材塗の上

コンクリート下地 モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗
石綿板ァ４　目スカシ張　既設のまま

モルタル下地

Ｆ３女子便所

改修後

一部撤去 一部撤去 一部撤去既設のまま

既設仕上

下地調整材塗の上
男子便所

改修後 エポキシ樹脂系塗床

ＬＧＳ下地 塩ビ２, ５００改修前
モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗

既設のまま
石綿板ァ４　目スカシ張　既設のまま

モルタル下地

一部撤去

Ｆ３

男子便所

３
階

２
階

モルタル木コテ下地Ｗ２ 陶器質１００角タイル張

モルタル下地

一部撤去

モルタル木コテ下地Ｗ２ 陶器質１００角タイル張

モルタル下地

一部撤去

モルタル木コテ下地Ｗ２ 陶器質１００角タイル張

モルタル下地

一部撤去

モルタル木コテ下地Ｗ２ 陶器質１００角タイル張

モルタル下地

一部撤去

－

－

－

－

－ －

－ －

－ －

－

石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去

石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去

Ｃ１ －

Ｃ１ －

－ －

－ －

－ －

－

－

モルタル木コテ下地 － － － － － － －－ －

Ｆ４
土間コンクリートァ１７０
下地調整材塗の上

モザイクタイル張　一部撤去

陶器質１００角タイル張

一部撤去

陶器質１００角タイル張

一部撤去

陶器質１００角タイル張

一部撤去

陶器質１００角タイル張

一部撤去

陶器質１００角タイル張

一部撤去

陶器質１００角タイル張

一部撤去

陶器質１００角タイル張

一部撤去

陶器質１００角タイル張

一部撤去

ライニング壁（ＣＢ）撤去（人研面台共）

土間コンクリートァ１２０ 一部撤去

モルタル下地　一部撤去

モルタル下地　一部撤去

土間コンクリートァ１２０ 一部撤去

Ｆ４
土間コンクリートァ１７０
下地調整材塗の上

エポキシ樹脂系塗床

Ｗ２ モルタル木コテ下地 陶器質１００角タイル張 ＬＧＳ下地 ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗Ｗ７－

－

－

－ －

－ －

－ － －

－ －

Ｗ２

モザイクタイル張　一部撤去モルタル下地　一部撤去

改修後

Ｆ３
既設仕上

下地調整材塗の上
モルタル木コテ下地 陶器質１００角タイル張

Ｗ５ モルタル金コテ下地 ＥＰ塗

モルタル木コテ下地 陶器質１００角タイル張Ｗ２

ＥＰ塗モルタル金コテ下地Ｗ５

－－

多目的便所

＜特記事項＞

・タイル使用箇所は、タイル割付図作成の上、監理者の承諾を受けること。

・ＷＣ内手摺は設備工事（下地補強建築工事）とする。

・手すり、設備機器などの取付壁面補強下地は耐水合板ァ１２とする。

・参考メーカー品番及び認定番号は同等品以上とする。

・壁ボード張部分は、ジョイントレス大壁工法とする。（寒冷沙・ジョイントテープ張処理）

・ボード類　壁コーナー処理は、特記なき限りコーナー保護金物の上、ジョイントコンパウンド塗とする。

・特記なき床ステンレス沓摺は、ＳＵＳ　　 ４０×２０×２（ＨＬ）とする。

・ビニル床シート張りは、熱溶接工法とする。

・ビニル床タイルは、半硬質タイプとする。

・土間コンクリート下は、ポリエチレンフィルムァ０．１５敷

　（タテ、ヨコ重ね部分Ｌ＝２００以上とする）。

【仕上記号略号】 【記号略号】

ヘアライン

石膏ボード

軽量鉄骨下地・使用建築材料：特記なき限りＪＩＳ・ＪＡＳ認定品を使用すること。

記号

ＥＰ

ＪＩＳ番号

Ｋ５６６３

名称 記号

ＨＬ

ＰＢ

ＬＧＳ

合成樹脂エマルションペイント

名称

・トイレブース撤去後のビス穴はシーリングにて補修すること。

【シックハウス対応策】

・使用建材：Ｆ☆☆☆☆（天井、壁、建具仕上材、接着剤、下地共）

・内部塗料は、Ｆ☆☆☆☆品

・クロルピリホス使用なし

・床下地調整材塗については、（ＮＴ速硬カチオンＬ）同等品以上とする。

・床エポキシ樹脂系塗床塗については、（ジョリエースＥ）同等品以上とする。

廊下

屋
内
運
動
場

改修前

改修後 モルタル金コテ押エＦ７

モルタル金コテ押エ

エポキシ樹脂系塗床

モルタル下地　一部撤去 ビニル床シートァ２．０　一部撤去

ビニル床シートァ２．０張 Ｗ５ モルタル金コテ下地 ＥＰ塗

木製巾木　一部撤去

ビニル巾木 １００

１００

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ － － － －－－

－ － － － －－－

化粧ＰＢァ９張　既設のまま

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

玄関マット

玄関マット　ＳＵＳ製（細目地）

玄関マット

玄関マット　ＳＵＳ製（細目地）

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗
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＜注記＞ １. 強風等で転倒しないように敷地に固定すること。

　　　　 ３. 仮設便所の位置は、現地を調査し監督員と十分協議すること。

　　　　 ５. 屋根及び側面は、硬質塩ビ波板を張ること。
　　　　 　 請負業者で行うこと。

　　　　 ２. 設置及び撤去作業時は、仮囲い（Ａ型バリケード＋トラロープ）
　　　　　　を設置し、安全確保に十分に注意すること。

仮設便所断面図（参考） 1/50

　　　　 ４. 仮設便所は軽水洗式（くみ取り・照明付）とし、工期内のくみ取りは
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配 置 図 兼 仮 設 計 画 図
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仮設便所（工事用）

現場事務所
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渡り廊下

附 近 見 取 図

附近見取図、配置図兼仮設計画図
1/50､1/100
1/500
原図:A2

※コンクリート打設等で仮囲い外に車両を止める場合は
必ず交通誘導員を設置し、ｺｰﾝ+ﾊﾞｰ等で区画すること。

凡 例

改修工事建物部分を示す

工事範囲外建物部分を示す

交通誘導員配置（大型車両搬出入時）

工事車両進入口

交通誘導員は工事車両を工事現場まで誘導すること。

ガードフェンス（Ｈ＝１，８００）

キャスターゲート（Ｗ６，０００×Ｈ１，８００）

1/100学校用仮設便所平面図（参考）

女子用 男子用

職員駐車場

学校用仮設便所

学校用仮設便所
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全体１階平面図

A-06

仮設間仕切（ドア共）を示す

凡 例

内部床養生範囲を示す

改修工事範囲を示す

1/300全 体 １ 階 平 面 図

ワークスペース 

多機能トイレ

－
原図:A2

1/300

多目的便所

コーン＋バーを示す
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A-07

全体２階平面図

1/300全 体 ２ 階 平 面 図 凡 例

内部床養生範囲を示す

改修工事範囲を示す

ワークスペース 

多目的便所

－
原図:A2

1/300

コーン＋バーを示す
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A-08

全体３階平面図

凡 例

内部床養生範囲を示す

改修工事範囲を示す

1/300全 体 ３ 階 平 面 図

－
原図:A2

1/300

コーン＋バーを示す
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既設躯体を示す

凡 例

ＦＬからの床仕上高さを示す±0

A-09
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Ａ面腰壁

Ａ面腰壁

仕上・下地共新設範囲を示す

腰板：杉板ァ１２羽目板張
　　 （下地共）既設のまま

巾木：木製１００×２０　既設のまま

木見切：６０×３５　既設のまま

腰板：杉板ァ１２羽目板張
　　 （下地共）既設のまま

巾木：木製１００×２０　既設のまま

±0

凡 例

1,685

2,955

－
原図:A2

1/50

アルミ建具：新設

床：磁器質１００角タイル張

玄関ホール

玄関ポーチ

木見切：６０×３５　既設のまま

１ 階 平 面 詳 細 図
Ｘ５

Ｙ３

Ｘ６

Ｙ２

床：磁器質１００角タイル張

１ 階 平 面 詳 細 図

床：磁器質１００角タイル張

玄関ホール
アルミ建具撤去（付属金物共）

フロアヒンジ：撤去

玄関マット：Ｗ９００×Ｄ６００撤去

玄関ポーチ

床：磁器質１００角タイル張

ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

モルタルカッター切
仕上・下地共撤去範囲を示す

改修後

改修前

玄関マット（細目地）：ＳＵＳ製　Ｗ９００×Ｄ６００

（ステンレス枠：既設のまま）

すきま7ｍｍ　新設
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±0

トイレブース撤去範囲を示す

モルタルカッター切
仕上・下地共撤去範囲を示す

コンクリート斫り撤去
和風便器　４００×７００

コンクリート斫り復旧範囲
４００×７００

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

新設トイレブースを示す

既設躯体を示す

凡 例

ＦＬからの床仕上高さを示す

既設仕上　下地調整材塗の上
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コンクリート斫り撤去
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既設躯体を示す

凡 例

±0 ＦＬからの床仕上高さを示す

新設トイレブースを示す

既設躯体を示す

凡 例
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既設仕上　下地調整材塗の上

エポキシ樹脂系塗床塗　範囲を示す



40

-130

1
1
0

改修後改修前

1
5
0

3
5
5

1
,
6
0
0

4
4
0

6
5
0

1
,
6
0
0

3
5
5

1
0
5

1
,
1
0
0

4
0

1
,
0
5
0

4
0

1
0
5

1
8
0

3
0

3
0

1
,
0
4
5

1
2
0

3
0

3
0

2
1
0

5
,
0
0
0

2
,
6
0
5

2
,
6
0
5

±0

±0

120

1,010

980

1,200
女子便所

1,400

1,000 1,200

スロープ

1,500 6,200

7,700

Ｂ Ａ

１４

１５

吊りカーテンレールＳ　Ｌ＝２５００＋１５００
　　　　　　　　　　　Ｒ２００（カーテン共）：撤去

40 550 40 960 40 960

409604096096040960 1,025

ＰＳ

8
0
0

1
4
0

8
0
0

1
5
5

1
5
0

3
5
5

1
,
6
0
0

4
4
0

6
5
0

1
,
6
0
0

3
5
5

1
0
5

1
,
1
0
0

1
0
5

1
8
0

3
0

3
0

1
2
0

3
0

3
0

2
1
0

5
,
0
0
0

2
,
6
0
5

2
,
6
0
5

±0

±0

120

1,010

980

1,200
女子便所

1,400

1,000 1,200

スロープ

1,500 6,200

7,700

Ｂ Ａ

１４

１５

ＰＳ

4
0

1
,
0
5
0

1
,
0
4
5

4
0

ＣＢァ１００　４個：撤去

1
1
0

＜管理教室棟＞３階平面詳細図（男子便所・女子便所）

-130 -130

男子便所男子便所

-130

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

展開記号

１
Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

展開記号

床：モザイクタイル張
　　既設のまま

３

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

コンクリート斫り復旧範囲

●
各部詳細図番号を示す

Ｄ

４００×７００、４００×４００

1/501/50 ３ 階 平 面 詳 細 図３ 階 平 面 詳 細 図

A-13

　　既設のまま
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新設トイレブースを示す

既設躯体を示す

凡 例

±0 ＦＬからの床仕上高さを示す

既設仕上　下地調整材塗の上

エポキシ樹脂系塗床塗　範囲を示す
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既設躯体を示す

ＦＬからの床仕上高さを示す

既設仕上　下地調整材塗の上

エポキシ樹脂系塗床塗　範囲を示す

エポキシ樹脂系塗床塗　範囲を示す

シーリング　１０×１０

±0

凡 例

下地調整材塗の上

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

展開記号

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｗ１６００×Ｄ７００　すきま７ｍｍ　新設
玄関マット　ＳＵＳ製（細目地）：

アルミ建具：引戸新設

上框：既設のまま

沓摺：ステンレス製Ｗ４０



改修後改修前＜ 管 理 教 室 棟 ＞ １ 階 職 員 男 子 便 所

＜管理教室棟＞１階展開図（職員男子便所）

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

仕上凡例

床　：
汚垂タイル張

Ｆ２

既設仕上　下地調整材塗の上
床　：Ｆ３

エポキシ樹脂系塗床

腰壁：
モルタル木コテ下地

天井：Ｃ１

Ｗ２ コンクリート斫り復旧範囲

一般１ＦＬ

ＷＣ１ＦＬ

4,250 3,000

Ｊ Ｉ ２０ １９

2
,
6
0
0

1
,
6
4
0

9
2
0

4
0

1
,
1
7
5

2
5

Ａ面 Ｂ面

2
,
6
0
0

床：モザイクタイル張　一部撤去

1
0
0

一般１ＦＬ

4,250

Ｉ Ｊ

2
,
6
0
0

Ｃ面

3,000

２０１９

Ｄ面

床：モザイクタイル張　既設のまま

1
0
0

ＷＣ１ＦＬ

一般１ＦＬ

ＷＣ１ＦＬ

4,250 3,000

Ｊ Ｉ ２０ １９

2
,
6
0
0

1
,
6
4
0

9
2
0

4
0

1
,
1
7
5

2
5

Ａ面 Ｂ面

2
,
6
0
0

1
0
0

一般１ＦＬ

4,250

Ｉ Ｊ

2
,
6
0
0

Ｃ面

3,000

２０１９

Ｄ面

1
0
0

ＷＣ１ＦＬ

Ｆ２Ｆ２

天井：石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去
Ｃ１

Ｗ２

Ｆ３

Ｆ３汚垂タイル
Ｄ
２

壁：モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗　既設のまま

仕上・下地共撤去範囲を示す
モルタルカッター切

トイレブース撤去範囲を示す

和風便器　４００×７００
コンクリート斫り撤去

凡 例

既設躯体を示す

コンクリートカッター切

撤去範囲を示す

コンクリート・砕石・仕上・下地

Ｄ
１

Ｄ１０＠２００　タテヨコ共
（差筋アンカーＤ１０＠２００）

モルタルカッター切

陶器質１００角タイル張

腰壁：陶器質タイル１００角張　一部撤去

凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

A-16

－
原図:A2

1/50

土間コンクリートァ１７０

モルタル木コテ下地

砕石ァ１００
ポリエチレンフィルム　ｔ０．１５敷き

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

腰壁：陶器質タイル１００角張　一部撤去
（モルタル下地共）

（モルタル下地共）

（モルタル下地共）

腰壁：陶器質タイル１００角張　一部撤去
（モルタル下地共）

Ｗ２ Ｗ２

Ｗ２



改修後改修前

一般１ＦＬ

一般１ＦＬ

一般１ＦＬ
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2,630

Ｄ面
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Ｆ Ｅ

Ａ面

310 3,715 225

ＷＣ１ＦＬ
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7
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,
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4
0

6
0

１９

2,630

Ｂ面

1
,
1
2
5
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Ｆ４

床：モザイクタイル張　一部撤去

2
,
2
4
0

4,250

Ｃ面

225 3,715 310

ＷＣ１ＦＬ

1
,
4
8
0

7
0
0

6
0

2
,
2
4
0

１９

2,630

Ｄ面

腰壁：陶器質タイル１００角張　既設のまま

壁：モルタル金コテ押エ　ＥＰ塗　既設のまま

Ｃ１

Ｆ４

Ｆ３ Ｆ４

Ｆ Ｅ

Ｆ ＦＥ Ｅ

5
0

5
0

5
0

5
0

＜ 管 理 教 室 棟 ＞ １ 階 職 員 女 子 便 所

＜管理教室棟＞１階展開図（職員女子便所）

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

仕上凡例

床　：Ｆ４

床　：Ｆ３
エポキシ樹脂系塗床

Ｃ１ 天井：

天井：石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去

　　砕石ァ１００　一部撤去
　　土間コンクリートァ１２０　撤去
床：モザイクタイル張　一部撤去

　　砕石ァ１００　一部撤去
　　土間コンクリートァ１２０　撤去

金属系アンカー：Ｄ１０＠２００ Ｆ３

コンクリートカッター切

撤去範囲を示す

コンクリート・砕石・仕上・下地

トイレブース撤去範囲を示す

凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

Ｄ１０＠２００　タテヨコ共
（差筋アンカーＤ１０＠２００）

Ｆ３

Ｆ４

FIX FIX

Ｆ４

A-17

－
原図:A2

1/50

土間コンクリートァ１７０

土間コンクリートァ１７０

既設仕上　下地調整材塗の上

下地調整材塗の上、エポキシ樹脂系塗床

凡 例

既設躯体を示す

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

砕石ァ１００
ポリエチレンフィルム　ｔ０．１５敷き



Ｆ３

改修後改修前＜ 管 理 教 室 棟 ＞ １ 階 男 子 便 所

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

天井：Ｃ１

＜管理教室棟＞１階展開図（男子便所）

2,605
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3
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2
,
5
0
0

1
3
0

Ａ面 Ｂ面

　　　　　　　　　　　Ｒ２００（カーテン共）：撤去
吊りカーテンレールＳ　Ｌ＝２５００＋１５００

6,200 2,605

１４Ａ

9
0
0

4
0

1
,
5
6
0

Ｃ面 Ｄ面

床：モザイクタイル張　既設のまま

壁：モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗　既設のまま 天井：石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去

2,605

１４

2
,
5
0
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1
3
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Ａ
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,
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1
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0

Ａ面 Ｂ面

6,200 2,605

１４Ａ

9
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4
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1
,
5
6
0

Ｃ面 Ｄ面

Ｃ１

ＷＣ１ＦＬ ＷＣ１ＦＬ

ＷＣ１ＦＬＷＣ１ＦＬ

一般ＦＬ 一般ＦＬ

一般ＦＬ一般ＦＬ

Ｆ３

コンクリートカッター切

撤去範囲を示す

コンクリート・砕石・仕上・下地

Ｆ４

Ｗ２ 腰壁：
陶器質１００角タイル張

モルタル木コテ下地

Ｗ２

Ｗ２

トイレブース撤去範囲を示す

仕上凡例

床　：Ｆ３
エポキシ樹脂系塗床

床　：Ｆ４ 凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

A-18

－
原図:A2

1/50

土間コンクリートァ１７０

既設仕上　下地調整材塗の上

下地調整材塗の上、エポキシ樹脂系塗床

腰壁：陶器質タイル１００角張　一部撤去
（モルタル下地共）

凡 例

既設躯体を示す

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗



改修後改修前
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Ａ面 Ｂ面
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0

一般１ＦＬ

天井：石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去

床：モザイクタイル張　既設のまま

壁：モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗　既設のまま

ＣＢァ１００　４個：撤去

腰壁：陶器質タイル１００角張　既設のまま
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ＷＣ１ＦＬ ＷＣ１ＦＬ
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＜ 管 理 教 室 棟 ＞ １ 階 女 子 便 所

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

トイレブース撤去範囲を示す

コンクリート斫り復旧範囲

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

天井：Ｃ１

凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

４００×７００

凡 例

和風便器　４００×７００

既設躯体を示す

コンクリート斫り撤去

＜管理教室棟＞１階展開図（女子便所）

Ｃ１

仕上凡例

既設仕上　下地調整材塗の上
床　：

エポキシ樹脂系塗床
Ｆ３

腰壁：
陶器質１００角タイル張

モルタル木コテ下地
Ｗ２

腰壁：陶器質タイル１００角張

Ｗ２

A-19

－
原図:A2

1/50

一部撤去
（モルタル下地共）

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗



腰壁：陶器質タイル１００角張

改修後改修前
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＜ 管 理 教 室 棟 ＞ ２ 階 男 子 便 所

吊りカーテンレールＳ　Ｌ＝２５００＋１５００
　　　　　　　　　　　Ｒ２００（カーテン共）：撤去

床：モザイクタイル張　既設のまま

壁：モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗　既設のまま
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天井：石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去 Ｃ１
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特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

天井：Ｃ１

＜管理教室棟＞２階展開図（男子便所）

腰壁：陶器質タイル１００角張
既設のまま

腰壁：
モルタル木コテ下地

陶器質１００角タイル張
Ｗ２

Ｗ２

腰壁：陶器質タイル１００角張

Ｗ２

仕上凡例

既設仕上　下地調整材塗の上
床　：Ｆ３

エポキシ樹脂系塗床

コンクリート斫り復旧範囲
４００×４００

凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

トイレブース撤去範囲を示す

凡 例

既設躯体を示す

コンクリート斫り撤去
洋風便器　４００×４００

A-20

－
原図:A2

1/50

一部撤去（モルタル下地共）

一部撤去（モルタル下地共）

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗



改修後改修前
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＜ 管 理 教 室 棟 ＞ ２ 階 女 子 便 所
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腰壁：陶器質タイル１００角張　既設のまま

床：モザイクタイル張　既設のまま
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天井：石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去
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特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

コンクリート斫り復旧範囲

●
トイレブース撤去範囲を示す 天井： 各部詳細図番号を示す

Ｄ
Ｃ１

仕上凡例

既設仕上　下地調整材塗の上
床　：Ｆ３

エポキシ樹脂系塗床

腰壁：
モルタル木コテ下地

Ｗ２

＜管理教室棟＞２階展開図（女子便所）

４００×７００

凡 例

既設躯体を示す

コンクリート斫り撤去
和風便器　４００×７００

5,190 5,190

Ｃ１壁：モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗　既設のまま

Ｆ３
Ｗ２Ｗ２ Ｗ２

腰壁：陶器質タイル１００角張 Ｗ２

陶器質１００角タイル張

ライニング壁：陶器質タイル１００角張

ＣＢァ１００　４個：撤去

腰壁：陶器質タイル１００角張

A-21

－
原図:A2

1/50

一部撤去（モルタル下地共）

一部撤去（モルタル下地共）

一部撤去（モルタル下地共）

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗



改修後改修前
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＜ 管 理 教 室 棟 ＞ ３ 階 男 子 便 所

床：モザイクタイル張　既設のまま
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　　　　　　　　　　　Ｒ２００（カーテン共）：撤去

床：モザイクタイル張　既設のまま

壁：モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗　既設のまま
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天井：石綿板ァ４　目スカシ張　既設のまま
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特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

仕上・下地共撤去範囲を示す
モルタルカッター切

トイレブース撤去範囲を示す

＜管理教室棟＞３階展開図（男子便所）

凡 例

既設躯体を示す

コンクリート斫り撤去
洋風便器　４００×４００

腰壁：陶器質タイル１００角張
既設のまま Ｗ２腰壁：陶器質タイル１００角張

コンクリート斫り復旧範囲
４００×４００

凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

A-22

－
原図:A2

1/50

天井：Ｃ１

仕上凡例

既設仕上　下地調整材塗の上
床　：Ｆ３

エポキシ樹脂系塗床

腰壁：
モルタル木コテ下地

陶器質１００角タイル張
Ｗ２

一部撤去（モルタル下地共）

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

Ｗ２

Ｃ１



改修後改修前
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＜ 管 理 教 室 棟 ＞ ３ 階 女 子 便 所

壁：モルタル金コテ押エ　ＡＶＰ塗　既設のまま

＜管理教室棟＞３階展開図（女子便所）

ＣＢァ１００　４個：撤去

腰壁：陶器質タイル１００角張　既設のまま
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天井：石綿板ァ４　目スカシ張　既設のまま
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特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

コンクリート斫り復旧範囲

●
トイレブース撤去範囲を示す 各部詳細図番号を示す

Ｄ

４００×７００

凡 例

既設躯体を示す

コンクリート斫り撤去
和風便器　４００×７００

床：モザイクタイル張　既設のまま

5,190 5,190

腰壁：陶器質タイル１００角張

A-23

－
原図:A2

1/50

天井：Ｃ１

仕上凡例

既設仕上　下地調整材塗の上
床　：Ｆ３

エポキシ樹脂系塗床

腰壁：
モルタル木コテ下地

陶器質１００角タイル張
Ｗ２

一部撤去（モルタル下地共）

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

Ｗ２

Ｗ２

Ｃ１



改修後改修前
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＜ 屋 内 運 動 場 ＞ 男 子 便 所

床：磁器質１００角タイル張　既設のまま
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床：磁器質１００角タイル張　既設のまま

腰壁：陶器質１００角タイル張　既設のまま

壁：モルタル金コテ押エ ＡＥＰ塗　既設のまま
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＜屋内運動場＞展開図（男子便所）

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

コンクリート斫り復旧範囲

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

天井：石綿板ァ４ 目スカシ張 ＡＥＰ塗　既設のまま

モルタル木コテ下地
腰壁：

壁　：

４００×７００

Ｗ７

Ｗ７

Ｗ７

コンクリートカッター切

撤去範囲を示す

コンクリート・砕石・仕上・下地

Ｆ４

腰壁：陶器質タイル１００角張

トイレブース撤去範囲を示す

耐水ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

Ｆ３

仕上凡例

床　：Ｆ３
エポキシ樹脂系塗床

床　：Ｆ４

A-24

－
原図:A2

1/50

土間コンクリートァ１７０

既設仕上　下地調整材塗の上

下地調整材塗の上、エポキシ樹脂系塗床

ビニル巾木　Ｈ１００

ビニル巾木　Ｈ１００

Ｗ２
陶器質１００角タイル張

凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

一部撤去（モルタル下地共）

凡 例

既設躯体を示す

Ｄ１０＠２００　タテヨコ共
（差筋アンカーＤ１０＠２００）

土間コンクリートァ１７０

砕石ァ１００
ポリエチレンフィルム　ｔ０．１５敷き

Ｗ２

ＬＧＳ６５下地



面台壁：ＣＢ積　撤去

改修後改修前
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天井：石綿板ァ４ 目スカシ張 ＡＥＰ塗　既設のまま
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＜ 屋 内 運 動 場 ＞ 女 子 便 所
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床：磁器質１００角タイル張　既設のまま

床：磁器質１００角タイル張　既設のまま床：磁器質１００角タイル張　一部撤去

Ｆ６

Ｆ６

＜屋内運動場棟＞展開図（女子便所）

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

トイレブース撤去範囲を示す

　　土間コンクリートァ１２０　一部撤去
　　砕石ァ１２０　一部撤去

Ｆ３

金属系アンカー：Ｄ１０＠２００

和風便器　４００×７００
コンクリート斫り撤去

凡 例

既設躯体を示す

モルタルカッター切
仕上・下地共撤去範囲を示す

床　：Ｆ６

仕上凡例

床　：Ｆ３
エポキシ樹脂系塗床

モルタル木コテ下地
腰壁：Ｗ４

Ｗ５ 壁　：

陶器質１００角タイル張

モルタル金コテ下地

ＥＰ塗

Ｗ５

Ｗ４

Ｗ４

壁：陶器質１００角タイル張　既設のまま

面台壁：ＣＢ積　撤去

腰壁：陶器質タイル１００角張
一部撤去

コンクリート斫り復旧範囲

凡 例

既設躯体を示す

新設トイレブースを示す

４００×７００

A-25

－
原図:A2

1/50

既設仕上　下地調整材塗の上

下地調整材塗の上、エポキシ樹脂系塗床

コンクリートァ１７０

人研面台　撤去　

土間コンクリートァ１２０
Ｄ１０＠２００　タテヨコ共

（差筋アンカーＤ１０＠２００）

砕石ァ１２０
ポリエチレンフィルム　ｔ０．１５敷き

（既設のまま）



ＲＣ躯体撤去範囲を示す

既設躯体を示す

凡 例

コンクリートカッター切

改修後改修前

１ＦＬ

１ＦＬ

１ＦＬ

１ＦＬ

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

モルタルカッター切
仕上・下地共撤去範囲を示す

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

凡 例

既設躯体を示す

仕上・下地共新設範囲を示す

床　：Ｆ７

仕上凡例

床　：Ｆ３
エポキシ樹脂系塗床
既設仕上　下地調整材塗の上

A-26

－
原図:A2

1/50
＜屋内運動場＞展開図（多目的便所）

＜ 屋 内 運 動 場 ＞ 多 目 的 便 所
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1,930

Ｄ面

200

1,800

2
,
4
0
0

木製建具：撤去壁：コンクリート撤去

Ｃ面

木製巾木撤去

1,930

200

Ｄ面

Ｆ３ Ｆ７

沓摺：ステンレス製Ｗ４０

エポキシ樹脂系塗床

1,800

便座新設（設備工事）

Ｃ面
2
,
4
0
0

1,800

2
,
4
0
0

Ｗ５

Ｃ面

ビニル巾木Ｈ１００
巾木：モルタル補修の上、
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Ｗ５ 壁　：モルタル金コテ下地
ＥＰ塗

モルタル木コテ下地
腰壁：

陶器質１００角タイル張
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モルタル金コテ押エ
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特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

管理教室棟 改修後改修前
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女子便所

男子便所

職員女子便所

石綿板ァ４　目スカシ張　一部撤去
ＬＧＳ下地

既設のまま

下地 仕上室　名階
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既設点検口

Ａ 新設点検口 ４５０角 アルミ製

凡　　例

既設仕上　新設範囲を示す

既設点検口

凡　　例

既設仕上　撤去範囲を示す
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仕 上 表 （ 改 修 後 ）仕 上 表 （ 改 修 前 ）
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1/100２ 階 天 井 伏 図

既設点検口　再取付

男子便所

女子便所

男子便所

女子便所

Ａ
Ｃ１

職員男子便所

－
原図:A2

1/100

A-27

１～

３
階

＜管理教室棟＞天井伏図
（職員男子便所、職員女子便所、

　男子便所・女子便所）

ケイカル板ァ５　目スカシ張　ＥＰ塗

既設点検口　一時撤去

既設点検口　一時撤去
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既設建具カバー工法を示す

既設改修建具を示す
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凡 例

既設撤去・新設建具を示す

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

ＡＤ
１

－
原図:A2

1/400

多目的便所

A-28

全体１～３階建具符号図

職員男子便所

ＴＢ
１

ＴＢ
１

ＴＢ
２

４
ＴＢ

女子便所

ＴＢ
３ ３

ＴＢ



符 号 名 称 数 量

建 具 表 ＜ 撤 去 建 具 ＞ 1/50

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

１
ＷＤ

木製片開キ戸
ＴＢ
２

トイレブース １
ＴＢ
１

トイレブース１ １

姿 図

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

備 考

４０

下地：米栂、桧（吊元）

シナ合板ァ４　ＯＰ塗

丁番、ＤＣ、シリンダー錠、握玉、付属金物一式

型板ガラスァ４

1
,
9
0
0

920

6
0
0

700

3
0
0

アルミガラリ

４０

１階：職員女子便所

ラバトリーヒンジ、表示錠、支持金物

耐水ベニヤ板　ＯＰ塗

1,150 1,145 1,13040 40

4
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4
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0
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1
,
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0
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3,505

1
,
8
5
0

5
0

1
,
9
0
0

40 1,015

970 45

４０

ラバトリーヒンジ、表示錠、支持金物

１階：職員男子便所

耐水ベニヤ板　ＯＰ塗

210 500 400 600 400 600 110

2,820
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5
0

5
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1
,
9
0
0

符 号 名 称 数 量 １
ＴＢ トイレブース
４

ＴＢ トイレブース
３

１

9
6
0

9
6
0

8
2
0

4
0

4
0

1,030 40

姿 図

960 40
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9
9
0 340560100

1,000 3,000

560 100420560440560360
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,
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5
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1
,
9
0
0

1
,
8
5
0

5
0

1
,
9
0
0

960 960 96040 4040
4
0

9
5
0

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

備 考

４０

シナ合板ァ４　ＯＰ塗

ラバトリーヒンジ、表示錠、支持金物

４０

シナ合板ァ４　ＯＰ塗

ラバトリーヒンジ、表示錠、支持金物

屋内運動場：男子便所 屋内運動場：女子便所

ＴＢ
トイレブース

３
１符 号 名 称 数 量 １トイレブース

ＴＢ
４

ＴＢ
２

トイレブース １１
ＴＢ
１

トイレブース

４０見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

備 考

４０

屋内運動場：女子便所

4,005

780 600 240 600 1,125 560 100

４０

１階：職員女子便所

1,300 600 240 600 765

95 970715 600 100

1
,
4
6
5

3,505

1,415 40

30

４０

１階：職員男子便所

姿 図
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1
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4
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1
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7
0

4
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3
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4
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9
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1
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1
,
8
8
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1,065

165 900

符 号 名 称 数 量

姿 図

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

備 考

建 具 表 ＜ 新 設 建 具 ＞ 1/50

１
ＬＳＤ

折レ戸

１９０

取手（ハンドル・掘込）、グレビティヒンジ、戸当り、

サムターン錠（非常解錠表示付）、折戸ストッパー、付属金物一式

亜鉛めっき鋼板　焼付塗装

建具表№１（撤去・新設）

グレビティーヒンジ（中心吊り）、表示錠、戸当り、付属金物一式

アルミアールエッジ、アルミ笠木（蓋付）、ステンレス巾木（Ｈ＝６０) 、

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア） 高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

アルミアールエッジ、アルミ笠木（蓋付）、ステンレス巾木（Ｈ＝６０) 、

グレビティーヒンジ（中心吊り）、表示錠、戸当り、付属金物一式

2,820

100 600 830 600 690

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

5
3
5

2
,
0
0
0

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

アルミアールエッジ、アルミ笠木（蓋付）、ステンレス巾木（Ｈ＝６０) 、

グレビティーヒンジ（中心吊り）、表示錠、戸当り、付属金物一式

屋内運動場：男子便所

2
,
0
0
0

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

アルミアールエッジ、アルミ笠木（蓋付）、ステンレス巾木（Ｈ＝６０) 、

グレビティーヒンジ（中心吊り）、表示錠、戸当り、付属金物一式

－
原図:A2

1/50

屋内運動場：多目的便所

屋内運動場：多目的便所

A-29

型板強化ガラスァ４



建具表№２（改修）

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

４０

301,850

110

ブース扉再取付

40

1
,
0
5
0

4
0

401,740

1,820 110

2
,
1
0
0

片引戸
(油圧制御式)

有効:800

90 800 930

40

改修後３

改修後２

ラバトリーヒンジ、表示錠、支持金物

既設のまま
メラミン化粧板

ブース扉取外シ

30

110

4
0

1
,
0
5
0

960409604055040

１階：男子便所　２階：男子便所　３階：男子便所

耐水ベニヤ板　ＯＰ塗

600

1,850740 30

5
0

1
,
8
5
0

1
,
9
0
0

3
0
0

250

401,050

140400 200 600 400

４０

１１
（３） 改修前

ＴＢ
トイレブース１ 改修後

メラミン化粧板Ｈ３００

姿 図

姿 図

耐水ベニヤ板　ＯＰ塗

２階：女子便所　３階：女子便所

ラバトリーヒンジ、表示錠、支持金物

110600400600

5
0

1
,
8
5
0

1
,
9
0
0

30

600400600435600280

3
0
0

４０

備 考

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子 ４０

110600400600400600400600

3,7101,315
5
0

1
,
8
5
0

1
,
9
0
0

30

435600280

3,7101,315

メラミン化粧板Ｈ３００

5
0

1
,
8
5
0

1
,
9
0
0

3
0
0

30

435600280

符 号 名 称 数 量

備 考

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子 ４０ ４０

30 30

250

1
,
0
5
0

4
0

96040 4040 9609601,025 40 960 250

1
,
0
5
0

4
0

（２） 改修前
１２
ＴＢ

トイレブース

１０

※　　　　撤去・新設範囲　　　　　ブース新設範囲　　　　　巾木範囲1/50建 具 表 ＜ 改 修 建 具 ＞

符 号 名 称 数 量 ＴＢ
トイレブース 改修前（１）

30

250

1
,
0
5
0

4
0

96040 4040 9609601,025 40 960 30 2501,025 40

1
,
0
5
0

4
0

高圧メラミン樹脂化粧板（点検カバー：亜鉛メッキ鋼板焼付け塗装）
（芯材：ペーパーコア）

樹脂製引き棒Ｌ４５０、グレビティーヒンジ（中心吊り）、付属金物一式

非常用開放付表示錠、アルミ笠木（蓋付）、ステンレス巾木（Ｈ＝６０）、帽子掛け、取手

40401,475 1,470

600 600240

2
,
0
0
0

810805

3,055 2,000

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

アルミアールエッジ、アルミ笠木（蓋付）、ステンレス巾木（Ｈ＝６０) 、

グレビティーヒンジ（中心吊り）、表示錠、戸当り、付属金物一式

耐水ベニヤ板　ＯＰ塗（既設利用）

ラバトリーヒンジ、表示錠、支持金物

１階：女子便所（扉：内開き⇒外開き　既設利用）

ラバトリーヒンジ、表示錠、付属金物一式

耐水ベニヤ板　ＯＰ塗（既設利用）

－
原図:A2

1/50

3,025 2,000

290
110

A-30

撤去跡補修、メラミン化粧板Ｈ３００（内外側共）

既設部：メラミン化粧板Ｈ３００（内外側共）



特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

符 号 名 称 数 量

姿 図

ＡＤ
１

両袖・ランマＦＩＸ付２連両開キアルミドア

1/50建具表＜カバー工法にて改修＞

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

備 考

１００

フロアヒンジ、大型押棒、ＤＣ、フランス落シ、アングルピース、シリンダー錠、付属金物一式

２
ＡＤ 両袖・ランマＦＩＸ付２連両開キアルミドア符 号 名 称 数 量

姿 図

１００ 網入り磨キガラスァ８．６

本体：アルミシルバー

ドア：スチールフラッシュァ１．６　ＯＰ塗

フロアヒンジ、大型押棒、ＤＣ、フランス落シ、アングルピース、シリンダー錠、付属金物一式

屋内運動場：玄関
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シリンダー錠（内部サムターン）、アルミ額縁、大型引手、補強入ふかし枠（９０）、フロンテック自閉式タイプ（無目１００）、付属金物一式

※　　　　カバー工法範囲　　　　　　　既設のまま

－
原図:A2

1/50

網入みがき板ガラスァ６．８

ド　ア：学校用強化ガラスァ４ ド　ア：学校用強化ガラスァ４
ランマ：フロートァ５ ランマ：フロートァ５

アルミシルバー

１階：昇降口

A-31

建具表№３（カバー工法）

シリンダー錠（内部サムターン）、アルミ額縁、大型引手、フロンテック自閉式タイプ（無目１００）、衝突防止シール、付属金物一式



各 部 詳 細 図 № １

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 津市立成美小学校便所改修工事 図面番号

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 縮 尺

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項
各部詳細図
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  ７項

  壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。

名　　　　称 測　　　点 取付高［mm］

ブラケット（一般） 床上～中心 2,100

　　〃　　（踊場） 　 〃　　 2,500

　　〃　　（鏡上） 鏡上端～中心 150

1,500以上避難口誘導灯 床上～下端

1,000以下廊下通路誘導灯 床上～上端

スイッチ（一般） 床上～中心 1,300

　　〃　（多機能トイレ） 〃 1,100

コンセント､電話用アウトレット､直列ユニット（一般） 〃 300

　　　　　　　　　  〃　　　　　　　　　　（和室） 〃 150

　　　　　　　　　  〃　　　　　　　　　　（台上） 台上～中心 150

コンセント（車庫） 床上～中心 800

コンセント（車椅子用） 床上～中心 900

1,500引込開閉器箱（低圧） 床上～中心

分電盤､OA盤、制御盤､実験盤 床上～中心

開閉器箱 〃 1,500

電磁開閉器用押しボタン 〃 1,300

接地用端子箱 地上､床上～中心 500

（上端1,900以下）1,500

雷保護用接地端子箱 床上～下端 800

親時計

（※1）

A. C. D

A

B

C

D

LH

LL

LA

t

Lt

At

Dt 

0

項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

（※1）

機材 （１）　本工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等以上のも

　　　のとする。ただし、同等以上のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。

（２）　本工事に使用する機材のうち、外部機関（（社）公共建築協会 他 ）が下記１）～６）の

　　　品質及び性能等を評価している機材は、その機関が発行する品質及び性能等が評価されたこ

　　　とを示す書面の写しを、監督職員に提出し承諾を受けることにより、その機材について評価

　　　された品質及び性能等の資料は、監督職員への提出を省略することができる。

　　１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

　　２）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

　　３）安定的な供給が可能であること。

　　４）法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　５）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　６）販売、保守等の営業体制が整えられていること。

○化学物質を放散させる 　本工事の建物内部に使用する機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

機材等 次の１）から５）を満たすものとする。

　１）　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボー

　　　ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散さ

　　　せないか、放散が極めて少ないものとする。

　２）　保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極め

　　　て少ないものとする。

　３）　接着剤はフタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない難揮発

　　　性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル

4．指定部分　　　・無　　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1．共通仕様

１）　図面及び特記仕様書に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

　　「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）、

　　「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）

　　及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（最新版）」（以下、「標準図」という。）による。

２）　機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

　　なお、機械設備工事の工事仕様書は（　　／　　）図、建築工事の工事仕様書は（　　／　　）図による。

2．特記仕様

1）項目は●印の付いたものを適用する。

2）特記事項において選択する事項は、　 印の付いたものを適用する。

3．工事種目（●印のついたものを適用する）

建物別及び屋外 工 事 種 別

工　事　種　目 屋　外

○ 動力設備

○ 電熱設備

○ 雷保護設備

○ 受変電設備

○ 電力貯蔵設備

○ 構内情報通信網設備

○ 情報表示設備

○ 映像・音響設備

○ テレビ共同受信設備

○ 駐車場管制設備

○ 防犯・入退室管理設備

○ 防排煙設備（防火戸）

○ 構内通信線路

○ 太陽発電設備

○ テレビ電波障害防除設備

○

○

一式

Ⅱ．工事仕様

仕様書

Ⅰ．工事概要

1．工事場所

2．建物概要

延 べ 面 積 消防法施行令
建　物　名　称 構　造 階　　　　数 備　　考

別 表 第 一

（（注）延べ面積は建築基準法による表記 ）

（㎡）

　また、 「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

ホルムアルデヒドの放散量 該当する機材等

規制対象外 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆品

②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

③下記表示のあるJAS適合品

　ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　ｂ．接着剤等不使用

　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

　　させない材料使用

　ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

　　させない塗料使用

　ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散

　　させない塗料等使用

第　三　種 ①JIS及びJASのF☆☆☆品

②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

○室内空気中の化学物質の 　室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定

濃度測定 し、監督職員に報告する。

測定はパッシブ型採取機器により行う。

　　測定時期　　　・　工事着工前　　・　施工終了時

　　測定対象室　　・　図示　　　　　

　　測定箇所数　　・　図示　　　　　

グリーン購入法 　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100号）に基づく特

定調達品目「公共工事」の品目

　・照明制御システム　　　・変圧器

●電源周波数 　・50Hz　　・60Hz

●電気工作物の種類 　・事業用電気工作物　　・一般用電気工作物

○電気保安技術者 　・要　　　・不要

物の保安の業務を行うものとする。

電気工事士 　契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行うものとする。

工事用電力・水等 　本工事に必要な工事用電力・水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に要する費用

は、請負者の負担とする。

○監督員事務所 　・設けない　　・設ける（規模及び仕上げの程度は、現場説明書による。）

○工事用仮設物 　すべて請負者の負担とする。

　構内につくることが　　・できる　　・できない

○足場、さん橋類 　・別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

　・本工事で設置とする。

　・改修工事の場合は、改修標準仕様書第1編.2.2.2によるほか下記による。

　・内部仮設足場等（・　　　種　・　　　種）

　・外部仮設足場等（・　　　種　・　　　種）

工事写真・完成図 　工事写真は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第3版）建築設備編」に

よるほか、監督職員の指示による。

　・完成図のCADデータの提出　　　・要　　　・不要

　・既存完成図（CADデータ）の修正を行う。

発生材の処理 １）引渡しを要するもの

　・有（・金属類　　　　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　）

２）引渡しを要するもの以外

　・構外搬出とし、搬出及びその処理費は別途とする。

３）特別管理産業廃棄物　　　　　　　　

　・有（ PCB使用機器 :   　　　　　　　　　  　　　　　 　　　　　　　）

　　PCB使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引渡す。

４）再利用又は再資源化を図るもの　　　　　　　

　・有（・蛍光ランプ　　　　　　　　　　　　   　 　　　 　　　　　　　）

　・現場説明書による。

○残土処理 　・現場説明書による。

　・埋戻し後の建設残土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。

耐震施工 　設備機器の固定は、下記によるほか「建築設備耐震設計・施工指針　2005年版」

（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。

　なお、施工に先立ち、耐震強度計算書を監督職員に提出し、承諾を受けるものとする。

１）設計用水平地震力

　　機器の重量［kg f］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は、次による。

電線本数、管路など 　分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数及び管径等は、監

職員の承諾を受けて図面と相違しても差し支えない。

　また、機械室等の床埋込配管が図面上PF管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露

出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。

呼び線 　長さ1m以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。

金属製電線管の塗装 　下記の露出配管は塗装を行う。

　・屋外　　　・屋内（          　　　　　　　　　　　　　　　　　）

非常用の照明装置の 　測定数　　　　　　箇所以上

照度測定箇所数

コンセント 　図面に特記なき場合は、コンセント2P15A（接地極付）は、プラグ不要とする。

プレートの材質 　フラッシュプレート　　　・金属製　　　・樹脂製

インバータ装置の 　三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

規約効率

電動機出力（kW） 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45

86.0 88.5 93.0 94.0 94.0 94.5 94.5 95.0 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5規約効率（％）

　【備考】（1）規約効率は、JEM-TR 245 「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

　　　　　（2）規約効率は、JIS C 4212 「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、

　　　　　　　IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

地中線の埋設標 　構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による｡

天井仕上げ表示 　図面において、室名に（　）を付したものは直天井の室、それ以外は二重天井の室を示す。

接地極　 　接地極の材料は下記による。

●

○

○

●

○

○

○

電線類 　次の記号で使用する電線類は、下記仕様による。

記号 　仕　　　　　　様

耐燃性ポリオレフィンシース カテゴリ5e UTPケーブル(UTP-CAT5E/F)(EM－UTP5)

耐熱性ポリオレフィンシース カテゴリ6 UTPケーブル(UTP-CAT6/F)(EM－UTP6)

耐熱性ポリオレフィンシース カテゴリ6A UTPケーブル(UTP-CAT6A/F)(EM－UTP6A)

取付高さ

接地極埋設標 地上～中心 600

給油ボックス 地上～給油口 1,000

端子盤（EPS・電気室） 床上～中心 1,500

〃 1,500

子時計､スピーカ 〃 （天井高）　　　×0.9

アッテネータ 〃 1,300

出退表示盤　 〃 （天井高）　　　×0.9

1,300発信器（出退表示用）　 〃

1,300インターホン 〃

標準図による。外部受付用インターホン子機 〃

900呼出ボタン（多機能トイレ） 〃

1,800復帰ボタン（　　  〃　　 ） 〃

2,000廊下表示灯（　　  〃　　 ） 〃

1,800テレビ機器収容箱 〃

火報受信機（複合盤） 床上～操作部 800～1,500

1,500副受信機 床上～中心

○

●

1.5 1.0

　【備考】　（※1）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

　　　重要機器

　　・配電盤　・発電装置            ・直流電源装置　　・交流無停電電源装置

　　・交換機　・自動火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　　　　

設計用標準水平震度

・　特定の施設 ・　一般の施設
設置場所 機器種別

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

2.0 1.5 1.5 1.0
上層階

2.0 2.0 2.0 1.5

2.0 1.5 1.5 1.0

1.5 1.0 1.0 0.6

中間階 1.5 1.5 1.5 1.0

1.5 1.0 1.0 0.6

1.0 0.6 0.6 0.4

地下・1階 1.0 1.0 1.0 0.6

1.0 0.6

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

（※1）

A. D

　なお、接地棒EB（14φ）の長さは1,500mm以上とし、(10φ)はW＝30、L=900、(14φ)はW＝40、

L=1,200としても差し支えない。（雷保護用を除く。）

記　　号 接地抵抗値 接　　地　　極

Ｅ 10Ω以下 EB（14φ）×3連－  組

共同接地 Ｅ Ω以下 EB（14φ）×3連－  組

Ａ種接地 Ｅ 10Ω以下 EB（14φ）×3連－ 2組

Ｂ種接地 Ｅ 　　Ω以下 EB（14φ）×3連－  組

Ｃ種接地 Ｅ Ω以下 EB（14φ）×3連－  組

Ｄ種接地 Ｅ 100Ω以下 EB（10φ）×1　（L＝1,000mm）

高圧避雷器 Ｅ 10Ω以下 EB（14φ）×3連－ 2組

低圧避雷器 Ｅ 10Ω以下 EB（14φ）×3連－ 2組

雷保護用 Ｅ Ω以下
・EB（14φ）×  連－  組

交換機用 Ｅ EB（14φ）×3連－  組10Ω以下

電話引込口の
EB（10φ）×1　（L＝1,000mm）Ｅ 100Ω以下

保安器

通信用 Ｅ 10Ω以下 EB（14φ）×3連－ 2組

通信用 Ｅ 100Ω以下 EB（10φ）×1　（L＝1,000mm）

測定用 Ｅ EB（10φ）×1　（L＝1,000mm）

接地の種類

共同接地

JCS 5503「耐熱性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル」EM－UTP

屋上及び塔屋

92.0

●

○

○

　・鉄製（　　 箇所）　　 ・コンクリート製（　　箇所）

工事設計図

管理棟 ＲＣ造

　工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法で定める主任技術者のもと「　　制定の　　　　

事業用電気工作物保安規程　　」に定める工事担当技術者（監督職員）の職務を補佐し、電気工作

津市　久居新町　地内

３，４３２３階建

○ 構内交換設備

○ 監視カメラ設備

 ○

○ 構内配電線路

○

○

●

管理棟

○ 中央監視制御設備

　　　ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　４）　塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散

　　　が極めて少ないものとする。

　５）　上記１）、３）及び４）の機材を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等

　　　はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　　　なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ホルムア

　　　ルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象

　　　外のものを使用する。ただし、該当する機材等がない場合は、第三種のものを使用するもの

機器収容箱 〃 800～1,500

発信機 〃 800～1,500

警報ベル 〃 （天井高）　　　×0.9

表示灯 〃 （天井高）　　　×0.8

1,500連動制御器（自動閉鎖） 〃

300ガス漏れ検知器（LPガス） 〃

　　　〃　　　（都市ガス）　 天井面～中心 （天井面）-200

(壁面取付の場合）

　　　上層階の定義は次による。

　　2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、

　　13階以上の場合は上層4階とする。

２）設計用鉛直地震力

　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

屋内運動場 ＲＣ造 ２階建 １，３５０   ７項

屋内運動場

一式

○ 発電機設備

施工調査

仮設備工事

○ 養生

○

　施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

　・事前調査

　　調査項目（照明コンセント回路の負荷等確認）

　　調査範囲（　／　）図による。

　・監督職員の指示による。

　　調査方法（　／　）図による。

　・はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

　・非破壊検査　撮影枚数　　　　枚以上

　養生範囲　（　／　）図による。

　養生方法　（　／　）図による。

　仮電源　　（・　　　　　・　　　　　　・　　　　　）

　仮設備期間（・　　　　　・　　　　　・　　　　　）

（電灯分電盤の開閉器の状況）

（防火区画の確認）

（貫通箇所等の確認）

○

○

○

E-01

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号
前田　祐作

一級建築士　第360917号
津市立成美小学校便所改修工事

○ 誘導支援設備

○

○

● 電灯設備

○ 拡声設備

○ 自動火災報知設備

施工図等の提出　　　　・要　　　・不要施工図等の取扱い●

津市立成美小学校便所改修工事

電気設備工事特記仕様書－
原図:Ａ２
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事
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1,
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00
0
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0
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00
0

4,
00

0
5,

00
0

4,
00

0

２０

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１３

1/200

∪

∪

資料室

視聴覚室
普通教室 普通教室 普通教室 普通教室

階段 配膳室

階段

Ｊ Ｉ Ｈ Ｇ Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

7,7002,4804,2504,2504,2504,2504,250 4,250 4,250

Ｋ

女子便所

男子便所

ＭＪ（Ｂ） ＭＣ（Ｂ）

詳細図参照

1/200

Ｄ

∪

Ｄ

∪

Ｊ Ｉ Ｈ Ｇ Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

7,7002,4804,2504,2504,2504,2504,250

普通教室普通教室普通教室普通教室

階段

階段

女子便所

配膳室

図工室

資料室

男子便所

4,250 4,250

Ｋ

詳細図参照

ＭＣ（Ｂ）ＭＪ（Ｂ）

3,
00

0

２０

１９

1,
80

0
8,

00
0

2,
20

0
4,

00
0

5,
00

0
4,

00
0

１８

１７

１６

１５

１４

１３

階段

∪
放送室

印刷室 職員室 校長室 休憩室

配膳室

家庭科教室

∪ 階段

廊下

職員男子便所
職員女子便所

通路

Ｊ Ｉ Ｈ Ｇ Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ

7,7002,4804,2504,2504,2504,2504,250 4,250 4,250

Ｋ

1/200

1,
80

0
8,

00
0

2,
20

0
3,

00
0

4,
00

0
5,

00
0

4,
00

0

２０

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１３

女子便所

男子便所

ＭＪ（Ｂ） ＭＣ（Ｂ）

詳細図参照詳細図参照

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース）ｘ４ ＭＭ（Ｂ）

詳細図参照

２ 階 平 面 図

１ 階 平 面 図

３ 階 平 面 図

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース）ｘ２

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース）ｘ２

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース）ｘ２

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース）ｘ２

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース） ころがし

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース） ころがし

ころがし

ころがし

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース）ｘ２ ＭＭ（Ｂ）

ころがしＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース）ｘ２ ころがし

ＭＭ（Ｂ）

ＭＭ（Ｂ） Ｂ型

ＭＣ（Ｂ） １種金属製線ぴ　 コーナーボックス Ｂ型

ＭＪ（Ｂ） ジャンクションボックス１種金属製線ぴ　 Ｂ型

凡 　 例

既設電灯分電盤

１種金属製線ぴ　

Ｌ－３

※２

Ｌ－１

更衣室

Ｌ－２

＜管理教室棟＞　電気設備　１・２・３階平面図

※１

※２

※１：ＥＬＣＢ２Ｐ５０／２０Ａ×４増設

※２：ＥＬＣＢ２Ｐ５０／２０Ａ×２増設

―
原図:Ａ２
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新設点検口

コア抜き

MC(B）

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ）ｘ２　MM(B)

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ） MM(A)

MC(A）

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ） MM(A)

MC(A）

コア抜きコア抜き

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ
ＰＳ

男子便所
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ＡＢ

３ 階 便 所 　 平 面 詳 細 図 1/50
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スロープ

１５

１４

Ｂ Ａ

1,500 6,200

7,700

ＥＴ

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ） MM(A)

ＥＴ

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ） MM(A)

1/50１ 階 便 所 　 平 面 詳 細 図

MC(B）

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ）ｘ２　MM(B)

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ） MM(A)

MC(A）

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ） MM(A)

MC(A）
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ＡＢ

1/50２ 階 便 所 　 平 面 詳 細 図

コア抜き コア抜き

女子便所

女子便所

コア抜きコア抜き

コア抜き コア抜き

脱着脱着

脱着 脱着

脱着 脱着
男子便所

MC(A）

MC(A）

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ）天井ころがし

ＭＭ（Ａ） １種金属製線ぴ　 Ａ型

ＭＣ（Ａ） １種金属製線ぴ　コーナーボックス Ａ型

ＭＭ（Ｂ） １種金属製線ぴ　 Ｂ型

ＭＣ（Ｂ） １種金属製線ぴ　コーナーボックス Ｂ型

ＥＴ

天井埋込型スピーカ

凡　例

公共型番：LSS9-3200LM

ＬＥＤベースライト　Ｈｆ３２形×１相当Ａ

照明器具

E-03

脱着

脱着

脱着

脱着

男子便所
更新 更新

Ａ× ２新 設

＜管理教室棟＞電気設備　１・２・３階便所平面詳細図

コア抜き

富士型ＦＬ４０Ｗｘ１

埋込コンセント接地付２Ｐ１５Ａｘ１　ＥＴ付

－ 1/50

原図:Ａ２
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玄関ホール
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1/50昇 降 口 　 平 面 詳 細 図
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1,3101,6301,310

２０

１９

職員男子便所

ＩＪ

4,250

ＥＴ

ＥＴ

MC(A）

MC(B）

コア抜き

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ） MM(A)

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ）ｘ２　MM(B)

1/50１ 階 職 員 男 子 便 所 　 平 面 詳 細 図

Ｆ Ｅ

2253,715310

4,250

1,015 1,700 1,000

2
,
6
3
0

１９

職員女子便所

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ）ｘ２　MM(B)

ＥＴ

ＥＴ

コア抜きＥＴ

MC(A）

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ） MM(A)

MC(B）
VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ）ｘ２　MM(B)

MC(B）

1/50１ 階 職 員 女 子 便 所 　 平 面 詳 細 図

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ）天井ころがし

ＭＭ（Ａ） １種金属製線ぴ　 Ａ型

ＭＣ（Ａ） １種金属製線ぴ　コーナーボックス Ａ型

ＭＭ（Ｂ） １種金属製線ぴ　 Ｂ型

ＭＣ（Ｂ） １種金属製線ぴ　コーナーボックス Ｂ型

埋込コンセント接地付２Ｐ１５Ａｘ２

凡　例

E-04

撤去後、カバープレート取付

2

ＥＴ

２

埋込コンセント接地付２Ｐ１５Ａｘ１　ＥＴ付

－ ＜管理教室棟＞電気設備　１階職員男子・女子便所・昇降口平面詳細図
原図:Ａ２
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放送室

器具庫

事務室

玄関

女子更衣室
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器具庫

48,000
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詳細図参照
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MC(A）

MC(A）
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MC(B）

VVF2.0-3C(1Cｱｰｽ）ｘ２　MM(B)
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E-05

Ｌ－Ａ

※１

（ダクト型）

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃアース）ｘ３

屋 内 運 動 場 平 面 図

平 面 詳 細 図

＜屋内運動場＞　電気設備　平面図・平面詳細図

ＭＭ（Ａ）

ＭＣ（Ａ）

１種金属製線ぴ　

１種金属製線ぴ　

Ａ型

コーナーボックス

ＭＭ（Ｂ）

ＭＣ（Ｂ）

１種金属製線ぴ　

１種金属製線ぴ　

Ｂ型

Ｂ型コーナーボックス

Ａ型

女 子 便 所

ＥＴ

ＶＶＦ２．０－３Ｃ（１Ｃア－ス） 天井ころがし

凡　例

ＥＴ 埋込コンセント接地付２Ｐ１５Ａｘ１　ＥＴ付

※１：ＥＬＣＢ２Ｐ５０／２０Ａ×３増設

－
1/50
1/200

原図:Ａ２



撤去する配管、ダクト等の保温は分離する。

　性能確認試験　　　・　実施する(試験方法及び試験数は図示）　・　実施しない

 1.改修仕様書
　
 2.再使用機器
　
 3.既設との取合い
 4.足 場
　
　
　

　
 5.施工調査
　
　
 6.仮設間仕切
 7.養生
　
 8.既設ダクトの再利用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 9.非破壊検査等
　
10.試験

11.あと施工アンカー
 　　　　　の確認試験
　
　
　

建築

工事名称

　　　　　　　項　　　　　　　　　目

開

他工事との取合い区分表

開口部の穴埋め補修

口

部

鉄骨鉄筋コンクリート部材のはり貫通部　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スリーブ

ＲＣ部材のはりの貫通部　　　　　　　　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スリーブ

ＲＣ部材の床・壁の貫通部　　　　　　　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スリーブ

床デッキプレートの貫通部　　　　　　　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切り込み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型わく(補強の有るもの）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型わく(上記以外）

天井・軽鉄間仕切りの開口　　　　　　　ボードの切込み及び補強共

換気扇の取付枠

床下水槽のマンホールふた

床、天井点検口

電 機器付属の制御盤以降の二次側配管配線（接地共）

気 機器付属の制御盤への電源供給配管配線

配 自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線

管 自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線

配 機器と付属操作スイッチとの渡り配管配線（接地共）

線 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパーに至る配管配線

小便器用節水装置の制御盤以降の二次側の配管配線

改 コンクリート壁、床など　　　　　　はつり

修 　　　　　　　　　　　　　　　　　荒補修

工 　　　　　　　　　　　　　　　　　仕上げ補修

事 天井、壁などのボード類　　　　　　撤去

　　　　　　　　　　　　　　　　　復旧

外部取付ガラリ　　　　　　 ダクトチャンバーの接続用フランジを含む

湯沸室等流し台　　　 　　　排水トラップ共

湯沸室等の排気フード　　　 ステンレス製天蓋

基礎等 屋上設置の設備機器の基礎

大形設備機器の基礎

防水層に影響する基礎

上記以外の機器の基礎

機械設備 電気設備

防油提　　　　　 　　　　　建物内、油サービスタンクの防油提

架台、アンカーボルト

工 事 概 要

４．指定部分　　・　無　　　・　有

　　　対象部分：

１．工事場所

２．建物概要

消防法施行令の適用  耐震区分 　備　考　 建 物 名 称 構造及び階数 国：延面積 建：延面積

３．工事種目（・印の付いたものが対象）

工     事     種     別建物別及び
屋外

工事種目

・空気調和設備

・換気設備

・排煙設備

・自動制御設備

・衛生器具設備

・給水設備

・排水設備

・給湯設備

・消火設備

・厨房設備

・ガス設備

・浄化槽設備

方式及び種別　　　　　　　　　　　　　設　　　備　　　概　　　要
・　空調方式
・　暖房方式
　
・　自動制御方式
　
・　給水方式

　
・　排水方式

　
・　消火設備の種別

　
・　ガスの種類 ・ 都市ガス（種別　　，発熱量　　　　MJ/m３(N),供給事業者名　東邦ガス　　　　　　）

・ 液化石油ガス

２．特記仕様
　１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
　２）特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものを適用する。
　３）東海地震に係る地震防災対策強化地域内における工事にあっては「大規模地震対策特別措置法」による注意
　　情報が発せられた場合、工事請負人は人身の保護及び安全な避難に必要な補強、落下防止等の保全措置を講ず
　　るとともに、工事中断などの措置をとること。又この事実が発生した場合は、契約書第２６条（臨機の措置）

５．設備概要（・印を付けたものは、本工事あるいは既設設備の概要を示すもので、仕様を規定するものではない。）

請負代金額が５００万円以上（消費税込み）の元請負人は、工事実績情報を（財）日本建設
情報総合センターの工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に登録するものとする。

　　によって処理されるものとする。

 1.工事実績情報の登録
　

　章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

　章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項 　章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

・ 屋内消火栓設備　　　　・ 連結送水管設備　　　　　　　　・ 連結散水設備
・ スプリンクラー設備　　・ 泡消火設備　　　　　　　　　　・ 粉末消火設備
・ 二酸化炭素消火設備　　・ フード等用簡易自動消火装置　　・ 屋外消火栓設備
・ 不活性ガス消火設備 （ ・ 窒素　 ・ IG-55　 ・ IG-541　 ・ 二酸化炭素　）

・ ダクト方式（　・　各階ユニット　　・　中央　）　　　　・ パッケージ方式
・ ファンコイルユニット･ダクト方式　　　　・ガスエンジンヒ-トポンプ方式
・ 
・ 電気式　　・ 電子式　　・ デジタル式　　・ 中央監視制御
・ 
・ 水道直結方式　　　・ 高置タンク方式　・ 圧力タンク方式（・ 上水　・ 井水）
・ ポンプ直送方式　　・ 増圧給水直結方式
・ 

　

建物内汚水、雑排水　（ ・ 分流式　　・ 合流式　）

　

　　　　　　　雑排水（ ・ 公共下水道　　　　　 ・　　　　　　　　　）

　

　

　
　
　

　
　

　

　

・ 引渡しを要するもの　　　( ・ 金属類　　　・　　　　　　・　　　　　　）
・ 特別管理産業廃棄物　　　( ・ 　　　　　　・　　　　　　・　　　　　　）
・ 再生資源化を図るもの　　( ・ 塩ビライニング鋼管　　　　・　　　　　　）
・ 石綿含有品（ ・ 配管用成形保温材 ・ フランジ用ガスケット（ ・ 配管 ・ ダクト））
・ 引渡しを要するもの以外は構外適切搬出処理とする。

　なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録の手順に準
じて訂正するものとする。また、変更契約日と工事完了日の間が、１０日に満たない場合は、
変更契約時の登録を省略することができるものとする。
　

　
　

ポンプ排水　　 ・ 有（ ・ 汚物　　　・ 雑排水　　・ 湧・雨水　　・ 清水　）

・　適用する　　　　・　適用しない

鉄骨部材のはり貫通部　　　　　　　　　穴開け(補強を含む)

国土交通省大臣官房官庁営繕部の公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成
２５年版）を適用する。（以下、「改修標仕」という。）
取外し再使用機器は、清掃のうえ取付ける。また、電気使用機器は絶縁抵抗を測定のうえ取
り付ける。

事前調査
　調査項目　・ 
　調査範囲、方法　　・　図示　　・ 
仮設間仕切は、｢改修標仕｣第1編２．２．３による。種別（ ・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種 ）
既存部分の養生は、下記によるほか｢改修標仕｣第1編３章による。
養生範囲（ ・　図示　　　・　　　　）　　　養生方法（ ・　　　　　　　　　　）
｢改修標仕｣第３編2.2.8「既設ダクトの再利用」による。
　・　ダクト内清掃を行う（要領は以下による）。
ダクト清掃する部位、調査・記録する場所及び箇所数は図示による。
ダクトの清掃工法は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第

　　　　　１.0g/m2以下とする。

　（１）各種配管の試験は、新設配管に適用する。
　（２）新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。

　試験方法は公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)第８章１１節　８．１１．５による。
　対象アンカー　　　・　金属系アンカー　　・　接着系アンカー
　確認強度は下表にある引張り耐力の２／３とする。
　金属系アンカー

　　　・　１０
　　　・　１２
　　　・　１６
　 　 　

一
 
般
 
共
 
通
 
事
 項

●
 一
 
般
 
共
 
通
 
事
 項

　　適用径　　　埋設深さ　　　　　耐力（ｋＮ）　　　　　　適用箇所
　　　　　　　　　　ｍｍ　　　　引張り　　　せん断

　
　
　
　
　
　
　

　接着系アンカー

　　　・　１０
　　　・　１２
　　　・　１６

　　適用径　　　埋設深さ　　　　　耐力（ｋＮ）　　　　　　適用箇所
　　　　　　　　　　ｍｍ　　　　引張り　　　せん断

　
　
　
　
　
　

　
 2.ばいじん量測定口
 3.ばい煙濃度計取付座
 4.ダ　ク　ト
　
　
 5.チャンバー
　
　
　
　
　
　
　
　
 6.ダンパー

　
　
　　　　　　　　　外　　　　　気　　　　　　　　　　　屋内（調整目標値）
　　　　　一　般　系　統　　　　　　　　　　　一　般　系　統

　

 ・ 設ける　　　 ・ 設けない
 ・ 低圧ダクト　 ・ コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）
　　　　　　　　 ・ アングルフランジ工法

 (1)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
 (2)空気調和機の吸い込み側及び吐出側に接続するチャンバーの板厚は、１．２mm以上と
 　する。なお、製作及び取付は、アングル工法ダクトの当該事項による。
　　図示されたチャンバーには、寸法（ ・ 約４００×６００H　 ・ 約５５０×７５０H）
　　の点検口を設ける。
 (4)シーリングディフューザー形吹出口には、下記の接続チャンバーを設ける。
     a)ネック径が２００φ以下　　　　　４００×４００×２５０H
     b)ネック径が２００φを越えるもの　５００×５００×３００H
     　上記の接続チャンバーには消音内貼り２５ｍｍを行う。

　　　　　　　　　　　復帰方式（ ・ 遠隔　　　・　　　　　　）

 (2)ピストンダンパー　復帰方式（ ・ 遠隔　　　・　　　　　　）
取付位置　・　図示した位置　・　

　
　
　
 7.風量測定口

　夏季
　冬季

　　　　温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)

設ける（測定口は８０mm以上とし、取り付け箇所は煙道の直線部とする）

 (1)防煙ダンパー　　　操作方式　　瞬時通電式又は電動式（ＤＣ２４Ｖ、０．７Ａ以下）

　　　　　　　　　　  定格入力はＤＣ２４Ｖ　０．７Ａ以下とする。

　
　
 1.設計温湿度

　
　

　

○
空
気
調
和
設
備

　施工後確認試験　　・　実施する(対象は図示）　　　　　　　　・　実施しない

工 事 仕 様
１．共通仕様
　１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様

　　　また、標準仕様書中「請負者」とあるのは、「受注者」と読み替えるものとする。
　２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様書を適
　　用する。なお、電気設備工事の仕様書は（　／　）図、建築工事の仕様書は（　／　）図による。

　　国：国有財産法延面積（ｍ2）　　建：建築基準法延面積（ｍ2）

 ・ 高圧1ダクト（適用範囲は図示による。）

本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。
　足場を設ける場合改修標仕第１編２．２．１（ｇ）によるほか、設置においては、「手す
　り先行工法による足場の組立て等に関する基準」（厚生労働省　平成21年４月「手すり先
　行工法に関するガイドライン」について（別紙１））における２の（２）手すり据置方式、
　又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。
　　　　・　内部足場等　　（　 　種）
　　　　・　外部足場等　　（　　 種）

　
　
 2.発生材の処理等
　
　
　
　
　

11.電気保安技術者

　

　非破壊検査等による埋設物の調査及び範囲は監督職員の指示による。なお、検査費は別
途とする。

　１項」の登録を受けた施工者の工法とし、次による。
　１．工法は既設ダクトの経路、構造を調査し機械室内（既設機器・ダクトを撤去した
　　状態）から施工可能なものを採用する。
　２．作業責任者はダクト清掃作業監督者の有資格者とする。
　３．施工に先立ち、既設ダクトの既存状態を調査・記録（記録写真を含む）し、監督
　　職員に報告書として提出する（成分分析は無くても良い）。
　４．作業機器の据付け場所は、騒音対策、塵埃の飛散防止対策を考慮した場所とし、
　　監督職員の承諾を受ける。
　５．吹出口は取外し、作業終了後に現状復旧する。尚、再取付前に清掃を行う。
　６．既設ダクトの内面に付着した粉塵の除去、清掃、確認作業については、採用した
　　工法の規定による。（効果判定は、「（財）ビル管理教育センターの基準(注1)」
　７．作業に伴い塵埃等が飛散するおそれの有る場合は、室内各部及び機器には養生を行う。
　　に基づくこと）
　８．作業に伴いダクトに開口部等を設ける場合は、作業終了後に適切な方法で閉鎖する。
　９．所定の清掃作業終了後にダクト系の機能を調査確認する。また、清掃後のダクト
　　内面の状態を記録に取り、監督職員に報告書として提出する。
　　　尚、記録する場所については前記の記録する場所と同一箇所とする。
　10．作業中に仮設ダクトを設ける必要がある場合は、監督職員の承諾を受ける。
　　　注1　定量的診断法（拭い取り法）：作業完了後拭い取り法により残留粉塵量が

津市立成美小学校便所改修工事(機械設備)

 3.特定建設資材の
 　再資源化等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　 ・ 新築　　建築設備工事
　　 ・ 増築　　　・ 有　　　　　・ 手作業
　　 ・ 修繕　　　・ 無　　　　　・ 手作業･機械作業併用

（１）分別解体の方法

　　 ・ 模様替

　　工　程　　　作業内容　　　　　　　分別解体の方法

（２）特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設
　　特定建設資材廃棄物の種類　　　　再資源化等をする施設名称　　　所　在　地

　　 ・ コンクリート及び鉄から成

　　 ・ アスファルト･コンクリート

　　 ・ コンクリート

　　　　る建設資材
　　 ・ 木材

　本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日　法
　律第１０４号）の対象建設工事であり、分別解体、特定建設資材の再資源化等について適
　切な処置を行なう。ただし、工事契約後にやむをえない事情により予定した条件により難
　い場合は監督職員と協議を行う。
　尚、分別解体・再資源化の完了時に、以下の事項を書面にて監督職員に報告する。
　　　①再資源化等が完了した年月日
　　　②再資源化等をした施設の名称及び所在地
　　　③再資源化等に要した費用

建設副産物情報交換システム
　本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。総合施工計画作成時、工事完了時
　及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに当該システムにデータ入力を行う。また、同
　システムにより工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、工事完
　了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を作成し、監督職員に提出する。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・ 構内敷きならし　　・ 構内指定場所へたい積　　・ 搬出処理 4.建設発生土の処理　

に当該システムのデーター更新を行うものとする。尚、これにより難い場合には、監督職員
と協議しなければならない。

本工事は、建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）の登録対象工事であ
り、受注者は、工事の実施に当たっては土量、土質、土工期等に変更が有った場合、速やか

 5.建設発生土
　 情報交換システム
　
　

ない状況まで完了していること。
 6.概　成　工　期
　

総合試運転を行なう上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね１０日前までに支障の

工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告
書を監督職員に速やかに提出すること。

 7.事  故  報  告
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下「グリーン購入法」という。）

月）」による。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、
監督職員と協議するものとする。

 8.環境への配慮
　
　
　

　グリーン購入法（平成１２年法律第１００号）に基づく環境物品等の調達の推進に関する
基本方針における公共工事の配慮事項（「資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、
再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。」）に留意すること。

　

の特定調達品目の判断基準は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成２４年２

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　測定箇所数　　　・ 図　示　　　　　

　１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

　本工事の建築物内部に使用する機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有す
ると共に、次の１）から４）を満たすものとする。

　　クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱
　　材、塗料、仕上途材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて
　　少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料
　　を使用する。

　　ン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　２）接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使
　　用する。
　３）接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等
　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　４）１）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムア
　　ルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を
　　使用したものとする。
また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
　規制対象外
　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル
　　　デヒド発散建築材料以外の材料
　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料
　第三種

室内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレンの濃
度を測定し，監督職員に報告すること。
測定はパッシブ型採取機器により行う。
　　測定時期　　　　・ 工事着手前　　　・ 施工終了時
　　測定対象室　　　・ 図　示　　　　　

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料
　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のも
のとする。ただし、同等のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
別表－１に機材等名が記載された製造業者等は次の１）から６）すべての事項を満たす
ものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたこ
とを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載されて
いるものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
(3)安定的な供給が可能であること。
(4)法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。
(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること。なお、システムとして機能するも
　のにあっては、システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられていること。

10.機　材　等

   物質の濃度測定
 9.室内空気中の化学

12.技能士の適用 ・　配管(配管工事)　・　建築板金(ダクト製作及び取付け)　・　熱絶縁施工(保温工事)
・　冷凍空気調和機器施工（チリングユニット、パッケージ形空気調和機の据付及び整備)

13.監督職員事務所

　16.工事用仮設物 構内につくる事が（　・ できる　　　　・ できない　）
本工事に必要な工事用電力・水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。
別契約の関係受注者(下請け工事の場合は元請け）が定置したものは無償で使用できる。

15.工事用電力・水その他
14.足場その他

　
　
17.埋戻し土及び盛土 ・ 根切り土の中の良質土（ただしコンクリ－ト管以外の管の周囲は山砂の類）

・ 山砂の類　

　
　
　
　
　
　

　

　20.工 事 写 真 営繕工事写真撮影要領（平成２４年版）によるほか、監督職員の指示による。

19.施　工　図　等 当該建物の取得する施工図等の著作権に係る当該建物に限る使用権は発注者に移譲する。
　　　　　　　機器製作図　　　　　　　　一式
　　　　　　　制御システム図　　　　　　一式
　　　　　　　試験成績書　　　　　　　　一式
　　　　　　　機器・配管固定の施工図　　一式
　（注）製作図等で原図として提出ができないものは、原図に代るものとしてもよい。
   書類保管先　・ 入居庁にて保管　・ 中部地方整備局営繕部にて保管

18.製作図・施工図・見本等 製作図・製作仕様書・施工図見本等は施工に先立ち速やかに監督職員に提出する。なお、
機材の承諾に際しては、原則として機械設備工事機材承諾図様式集（平成２２年版）によ
るものとする。
当該建物の施工図のうち、下記の原図及びその複写図（１部）を監督職員に提出する。

21.営繕工事電子納品
設計図ＣＡＤの貸与（ ・ あり　　　・ なし）

　
　
　
　
　

　

　

26.電源周波数 ・ ６０Hz    ・ ５０Hz

換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記にないものの電動機の保護規格は、製造者
規格による標準品としてよい。

25.電　動　機

24.総 合 調 整 ・　本工事とし下記項目の測定表を提出する。　　　・　別途とする。
　総合調整の項目
　　・ 風量調整　　　・ 水量調整　　・ 室内外空気の温湿度の測定
　　・ 室内気流及びじんあいの測定　 ・ 騒音の測定　　
　　・ 飲料水の水質の測定　　　　　 ・ 初期運転状態の記録
測定箇所等は監督職員の指示による。

検査及び試験を行う機材は、下記によるほか標準仕様書による。

　
　

23.機材等の検査及び試験
　
　

　

22.完　成　図 完成図(オリジナルファイルも提出）にＰＤＦ形式を加える（ＰＤＦは1ファイルにまとめる）
ＰＤＦよりトレペＡ１版原図　１部、縮刷製本を作成。保全に関する資料を含め、部数等
は監督職員の指示による。

28.耐 震 措 置
　
　

（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）による。
（１）機器の据付け及び取付け

耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針２００５年版

　　　設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては　
　

27.容量等の表示 (1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

・　設けない　　　　・　設ける（　　　　㎡）　　　・　既設建物を使用

営繕工事電子納品要領（平成２４年版）による。　成果物は１部とする。

　

　
　
　
　
　
　

　

　
　
　

30.配　　管 (1)呼び径６０Ｓｕ以下のステンレス鋼管の継手は、下記による。
   メカニカル形管継手（　・　拡管式　　　・　プレス式　）
(2)建物導入部配管の変位吸収方法は標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）による。
　 ・ （ａ）　　・ （ｂ）　　・ （ｃ）
(3)溶接部の非破壊検査　　　・　不要　　　　・　要（　　　　　　　）
(4)給水に使用するポリエチレン管は、呼び径５０以下の２層管とする。
　　　　　（ ・　１種(軟質)　　・ ２種(硬質)）

29.案　内　板 機器等の取扱い方法及び重要な定期点検項目を記載した ・ アクリル樹脂製  ・ 市販パネル
の案内板を設備機械室に設ける。但し、案内板の大きさは、約　　　ｍ2とする。

　上層階　　　機器　　　　　　　2.0　　　　1.5　　　　1.5　　　　1.0　　
　屋上・及び　防振支持の機器　　2.0　　　　2.0　　　　2.0　　　　1.5　　
　塔屋　　　　水槽類　　　　　　2.0　　　　1.5　　　　1.5　　　　1.0　　
　　　　　　　機器　　　　　　　1.5　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　中間階　　　防振支持の機器　　1.5　　　　1.5　　　　1.5　　　　1.0　　
　　　　　　　水槽類　　　　　　1.5　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　　　　　　　機器　　　　　　　1.0　　　　0.6　　　　0.6　　　　0.4　　
　地階・１階　防振支持の機器　　1.0　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　　　　　　　水槽類　　　　　　1.5　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　

　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの
　重要機器は次のものを示す。
　　・ 給水機器　　　・ 排水機器　　　・ 換気機器　　　　・ 空調機器

　上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の
場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。

　

　　・ 消火設備機器　　　　　　　　・排煙設備機器
　　・ 火を使用する設備　　　　　　　 ・ 避難経路上の設置する機器
　　・ 熱源機器　　　・ 防災設備　　　・ 監視制御設備　　・ 危険物貯蔵装置

　設計用標準水平震度
　　部　位　　　機器種別　　　　　・ 特定の施設　　　　・ 一般の施設
　　　　　　　　　　　　　　　重要機器　一般機器　　重要機器　一般機器

（２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とした値とする。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(2)埋設表示テープ　　・　要（排水管を除く）　　　・　不要
31.地中埋設標等 (1)地中埋設標　　　　・　要（図示による）　　　　・　不要

　
　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
38.は　つ　り 既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモ

ンドカッターによる。

37.塗　　装 塗装要（屋外露出管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

36.保　　温 図面に特記のない場合は下記によるほか標準仕様書第２編による。ただし各工事項目で別に
指定されたものは除く。
・　主機械室及び多湿箇所の範囲及び仕様は下記による。
　　機械室　　範囲：　　　　　　　　　　　　仕様：
　　多湿箇所　範囲：　　　　　　　　　　　　仕様：
・　共同溝内の保温はピット内に準じる。

   防振支持金物
35.防振吊り金物及び 次の配管には防振吊り金物（・　シングル　　・　ダブル）又は、防振支持金物を設ける。

ただし、屋外及び地下ピット内等を除く。
・　口径６５Ａ以上の配管（・　冷温水　　・　冷却水　　・　揚水）
・　次に示す配管

34.鋼管用伸縮管継手 ・　ベローズ形　　　・　スリーブ形
33.絶縁フランジ・絶縁継手 図示の箇所に取り付ける。

ステンレス鋼管に取り付ける呼び径６５以上の弁は、ステンレス製とする。
水道直結給水配管系に使用する弁は、ＪＩＳ又はＪＶ １０Ｋとする。
油系に使用する弁は、１０Ｋ（マレアブル弁等）とする。
特記のない弁は、ＪＩＳ又はＪＶ ５Ｋとする。32.弁　類

39.天井仕上区分 （　　）書き又は△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。
図面に特記なき場合は、「他工事との取合い区分表」による。40.他工事との工事区分
電線及びＥＭケーブルの規格は標準仕様書第４編１.５.１表４.１.１１による。
電線類は、ＥＭケ－ブルを使用する。（機器、盤類を除いてもよい）

41.電線類

議の上、必要書類を提出するものとする。
た低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協
設省告示第1536号、最終改正平成16年9月24日国土交通省告示第1151号）に基づき指定され
本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年7月31日建42.騒音・振動の防止

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。

           機械の使用
43.排出ガス対策建設

44.そ　の　他 屋外設置のマンホール類には用途名を入れる。

　　　有効質量）に、地域係数［　・ 1.0　　・ 1.2］及び次に示す設計用標準水平震度
　　　を乗じたものとする。

　 　 　

撤去する配管、ダクト等の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。
石綿含有分析調査　　・ 本工事　　　・ 別途工事
撤去方法　　　　・図示による
冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編２．１．２０
により、次の書類の写しを監督職員に提出する。
・フロン回収行程管理表
・特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）
撤去する前にフロンを屋外側ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行う。
パッケージ形空気調和機の移設等により、冷媒の回収が必要となる場合においても上記
に準じて冷媒の大気中への放出を防止する措置を講じること。
　

12.撤去工事

　
　
13.冷媒（フロン類）の回収

　
　
　
　
　
　

　既設アンカーを使用する場合は腐食状況等を監督職員に報告する。

建物外放流先　汚　水（ ・ 公共下水道　　　　　 ・　　　　　　　　　）

●
改
修
関
係
事
項

 　3.3℃　　40.1％ 　　　℃ 　　　％ 　　19℃ 　　40％ 　　　℃ 　　　％
　33.8℃　　61.4％ 　　　℃ 　　　％ 　　28℃ 　　50％ 　　　℃ 　　　％

管理教室棟 ＲＣ造３階建 ※

管理教室棟

※

Ｍ-01

機械設備工事　特記仕様書１

屋内運動場棟 ＲＣ造・Ｓ造２階建 ※※

屋内運動場棟

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号
前田　祐作

一級建築士　第360917号
津市立成美小学校便所改修工事

津市　久居新町　地内

　　　書（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準
　　　図（機械設備工事編）（最新版）」（以下、「標準図」という。）による。

－
ＮＳ

原図:Ａ２



章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

 1.配管材料
○
給
湯
設
備

 給湯管（膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）
 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　　　・ 銅管
 ・ 耐熱性ライニング鋼管　　　　　　　　・ 被覆銅管
 ・ 保温付き被覆銅管　　　　　　　　　　・ 架橋ポリエチレン管
 ・ ポリブデン管
 下記によるほか、標準仕様書第２編３．１．５による。
 ・ 湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は保温を行う。 
 電気式給湯器等の膨張水排水を設ける。

　
　
　
 2.保  　温

 3.そ　の　他

　 　

 1.配管材料

　
　

　
 3.屋内消火栓開閉弁
 4.地中埋設配管の接合
 5.保　　温
　
 1.機器の寸法
 2.加熱方式
　
 1.配管材料
　

(2)連結送水管　一般　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（Ｓｃｈ４０）
　　　　　　　 地中　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（Ｓｃｈ４０）
(3)連結散水用　　　　・ 
・　易操作性１号消火栓　　・　屋内消火栓　　・　２号消火栓
箱内に別途機器（発信機及び電鈴）取付用の板を設ける。
・　１０Ｋ　 　　　　　　 ・ 
外面被覆鋼管の呼び径１００以下はねじ接合とする。
屋外露出部分は標準仕様書第２編３．１．５の給水管の項による。
　
概略寸法とする。
・　都市ガス　　　・　液化石油ガス　　　・　電気
　

○
消
火
設
備

○
ガ
ス
設
備

　
設
備

(1)屋内消火栓　一般　・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　・ 配管用炭素鋼鋼管(白)
 　　　　　　　地中　・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）　・　　　　　

　 　

 2.洗面器等の排水管
　
 3.試　　験
 4.放流納付金

 1.配管材料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
厨
房

　

　
　
　

　

  　　　　　　　　　　　　　　・ コーティング鋼管
  　　　　　　　　　　　　　　・ 耐火二層管(ＶＰ)
  　　　　　　　　　　　　　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(ＲＦ－ＶＰ)
　　　　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）
 　　　　 雑排水管・通気管　　・ 耐火二層管(ＶＰ)
  　　　　　　　　　　　　　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(ＲＦ－ＶＰ)
　　　　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）
 　　　　 ポンプアップ排水管　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）
  　　　　　　　　　　　　　　・ コーティング鋼管
　　　　　衛生器具廻り　　　　・ 鉛管
　　　　　　　　　　　　　　　・ ビニル管
 (2)屋外　桝　間　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）
  　　　　　　　　　　　　　　・ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(ＲＥＰ－ＶＵ)
  　　　　　　　　　　　　　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）
  　　　　　　　　　　　　　　・ コンクリート管（ ・ 外圧管１種のＢ形　・ 　　　　）
 屋内配管の範囲は屋外の第１桝までとする。
 リサイクルビニル管の適用範囲（ＲＦ－ＶＰ）：屋内の無圧の排水配管用
 　　　　　　　　　　　　　　（ＲＥＰ－ＶＵ）：無圧排水用途の硬質塩化ビニル管
 　　　　　　　　　　　　　　（ＲＳ－ＶＵ）：埋設部で無圧の一般流体輸送配管用
 (1)洗面器及び手洗器に直結する排水管は器具トラップより１サイズアップとする。
 (2)給湯室流し等の床上部分の配管は、ビニル管でもよい。

 ・ 要（　・ 本工事　　・ 別途工事）　・ 不要

 1.形　　式
 2.測　定　表

・　ユニット形　　　・　現場施工形
・　一定期間経過後、放流水質性能等を記入した測定表を提出する。

 4.ガス漏れ警報器
 5.気密試験
 6.そ　の　他
　

・　設ける（外部出力端子　・　有　　・　無）　・　設けない（ ・ 別途電気工事）
保持時間は、２５分以上とし記録計による測定表を提出する。
ガスボンベ転倒防止の鎖は（　・　本工事　　・　別途工事）とする。
ガスボンベ置き場のコンクリート基礎は、（　・　別途工事　　・　本工事）とする。
　　

槽
設
備

　
　
 2.ガス充てん容器
 3.ガ ス メ ー タ

・　借用　　　・　本工事
 親メーター（　・ 貸与品　　　・ 　　　）子メーター（ ・ 買取り 　　　　）
 親メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス） 子メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス）

都市ガス　　　　ガス供給事業者の供給規定による。
液化石油ガス　　露出部及びコンクリート埋込み部は、配管用炭素鋼鋼管（白）
　　　　　　　　地中埋設部は、塩化ビニル被覆鋼管

 7.凍結深度
 　

 1.配管材料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 2.引き込み納付金
 3.量　水　器
　
 4.量水器桝
 5.水　栓　柱
 6.管の埋設深さ

 (1)一般配管　　 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

 　　　　　　　　・ 銅管
 　　上記の選択で、ポリ粉体鋼管又は塩ビライニング鋼管を使用する場合、厨房、浴室等
 　　のシンダー内配管はＰＤ又はＶＤとする。
 (2)地中埋設配管 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）(・ 建物内　　・ 屋外部分）
 　　　　　　　　・ 塩ビライニング鋼管（・ ＶＤ　　・ 　　　　　）
 　　　　　　　　・ 硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ）

 (3)水道直結配管　引込みは水道事業者の指定による。量水器以降は、(1)及び(2)による。
 ・ 要（　・　本工事　　・ 別途工事）　　・ 不要

 ・ 水道事業者指定品（　・ 貸与品　　　・ 買取り）　　　　　　・ 標準図ＭＣ形
 ・ 合成樹脂製　　・ ステンレス製　　　・ 人造石とぎ出し製　　・ 図示による
 ・ 埋設深さは原則として、一般敷地では管の上端より( ・ 300mm　・ 　　　mm)以上
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構内道路は( ・ 600mm　・ 　　　mm)以上
 屋外配管の凍結深度は　　　mm

 　　　　　　　　・ ポリ紛体鋼管（・ ＰＡ又はＰＢ　　　　　　　　　　 ）
 　　　　　　　　・ 塩ビライニング鋼管（・ ＶＢ　　・ 　　　　　）

　 　

 　　　　　 　　 ・ ポリエチレン管（屋外埋設部分）

 親メーター（　・ 貸与品　　　・ 　　　）子メーター（ ・ 買取り 　　　　）
 親メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス） 子メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス）

空
気
調
和
設
備

 8.配 管 材 料
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　　　　　　　　　　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）Ｓｃｈ４０
　　　　　　　還管　　　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）Ｓｃｈ８０
 (2)油管　　　　　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（黒）
 (3)冷温水管　　　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）
    　　　　　　　　　　・ ステンレス鋼管（SUS304）
    　　　　　　　　　　・ 架橋ポリエチレン管（20Ａ以下）
 (4)冷却水管　　　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）
 (5)空調用排水管　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　・ 硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

 (1)蒸気管　　給気管　　・ 配管用炭素鋼鋼管（黒）

　
　
　
　
 9.弁　　類
　
　
　

　　（白）とする。
 (8)加湿用給水管　　　　・ ステンレス鋼管　　・ ポリ粉体鋼管（ ＰＡ又はＰＢ）
 　　　　　　　　　　　 ・ 塩ビライニング鋼管（ＶＡ又はＶＢ）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
11.瞬間流量計
　
　
　
　
12.油面制御装置
　
　
　
13.保温及び消音内貼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とし、形式及び取付部は下記による。
形式は、（ ・ 固定式　　 ・ 着脱式）
　　　　　　　　　　着脱式は、（４０Ａ　　　個　１００Ａ　　　個　）を付属する。
　取付部　　・ ユニット形空気調和機　　　・ 冷温水ポンプ　　　・ 冷却水ポンプ
　　　　　　・　ヘッダーの各送り管　　　　・　ヘッダーの各返り管　　・ 図示
　制御盤には（・　給油ポンプ制御　・　満油警報　・　遠隔警報　・　電磁弁制御
　　　　　　　　・　返油ポンプ制御　・　減油警報　・　　　　　）の端子を設ける。
　フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。
　また、フロートスイッチ部はステンレス鋼製（油面検出部）とする。

 ・ 建物内の空気抜き管の保温は空気抜き対象管から空気抜き弁までとする。
 ・ 膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕
 　 様書第２編３．１．４の温水管の項による。
 ・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第２編３．１
 　 ．５の排水管の項による。
 ・ 冷媒管の保温外装は下記による。

機材名　　　　　　　　計測部位　　温度計　　　　　温度計　　　　　圧力計
　　　　　　　　　　　　　　　　　の種類　　　入口側　出口側　入口側　出口側
冷温水機　　　冷温水　　　　　　　円形指示計　　○　　　○　　　○　　　○
冷凍機　　　　冷却水　　　　　　　円形指示計　　○　　　○　　　○　　　○

 1.ダ　ク　ト
　
　
　
　
 2.風量測定口
 3.ダンパー
 4.シールする排気
　　　ダクトの系統
 5.チャンバー
　

 ・ 低圧ダクト　 ・ コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）
 　　　　　　　　・ アングルフランジ工法

 ・ ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの適用範囲及び仕様は図示による。
 ・ 厨房系統の排気ダクトは標準仕様書より一番手厚いものを使用する。
　取付位置　・ 図示した位置　・　

 ・ 厨房系統　　　・ 浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統
 
 ・ 空気調和設備の当該項目による。

●
換
気
設
備

　空気調和設備の当該項目による。

 1.ダ　ク　ト
 2.排煙口の形式
　
 3.排煙口開放装置
 4.排煙風量測定
　
　

 ・ 亜鉛鉄板　　・ 普通鋼板（厚１．６mm）
 ・ 天井取付（　・ スリット形　　・ パネル形）
 ・ 壁取付　（　・ スリット形　　・　　　　　　　　　　　）
 ・ 電気式（遠隔復帰　　　・ 要　・ 不要）　　　　・ ワイヤ－式

　の排煙風量の検査方法に準じる。
 

○
排
煙
設
備

 1.中央監視制御

 3.電気計装用配線
　

 ・ あり　　　　・ なし
　別図による

○
自
動

制
御
設
備

 2.中央監視制御装置の機能

 2.洋 風 便 器
 1.和風大便器耐火カバー
　

 　　　屋内露出（　・ 標準仕様書による　・ 保温化粧ケース　）
 　　　屋外露出（　・ 標準仕様書による　・ 保温化粧ケース　　・ カラー亜鉛鉄板
 　　　　　　　　　・ 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板　　　　　　　・ ステンレス鋼板　）
 ・ 暖房室及びその天井内を通る外気ダクトには保温を行う。(保温の厚さ２５ｍｍ）
 ・ 全熱交換器用のダクトの保温要（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）
 ・ 多湿箇所のダクトの保温要　　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）
 ・ 還りダクトの保温要　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）
 ・ 外気ダクトの保温要　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）
 ・ 排気ダクトの保温要　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）
 

10.温度計・圧力計

　

 3.小　便　器

 　和風大便器の防火区画貫通処理は標準図による。
 　洋風便器の洗浄弁の洗浄水量は８．５Ｌ/回以下とし、タンク式の洗浄水量は
　　６．５Ｌ/回以下とする
   

　屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。
　天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。
　

標準仕様書第２編３．１．４によるほか、次による

 ・ 高圧1ダクト（適用範囲は図示による）

 (1)冷温水コイル廻り（標準図）の弁は（ ・ 仕切弁 ・ バタフライ弁）とする。
 (2)蒸気加熱コイル廻り（標準図）の弁は仕切弁とする。
 (3)ファンコイルユニットと冷温水管の接続部（往･還）には、ボール弁を取付ける。
　　また、ファンコイルユニットには、流量調整弁を設置する。

　
 (6)冷媒管　　　　　　　・ 断熱材被覆銅管　（　・ 標仕適合品　 ・ 難燃形　　）
　　　　　　　　　　　　 （難燃形の場合の保温厚は製造者標準仕様とする）
 (7)膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管は配管用炭素鋼鋼管

パッケージ形　サプライチャンバー　ブルドン管　　○　　　○
空気調和機　　レタンチャンバー
ユニット形　　冷温水　　　　　　　円形指示計　　○　　　○　　　○　　　○
空気調和機　　サプライチャンバー　ブルドン管　　○　　　○
　　　　　　　レタンチャンバー
熱交換器　　　　　　　　　　　　　円形指示計　　○　　　○　　　○　　　○
ヘッダー　　　　　　　　　　　　　円形　　　　　○　　　○　　　○　　　○

 5.紙　巻　器

 6.水石けん入れ
 7.水　　栓
　
 8.掃 除 流 し
　

 4.自動水栓の電源供給
　

　

　

 　洗浄水量は４Ｌ/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。

 ・ ＡＣ１００Ｖ　　　　　・ 乾電池　　　　　　・ 自己給電
 ・ ステンレス製とし　　　・ ワンタッチ（スペアー付）式　　 ・ ワンタッチ式
　　　　　　　　　　　　　・ 棚付二連式
 ・ 衛生器具取付け形　　　・ 壁取付け形
 ・ カウンター取付け形　　・ 洗面器には水石けん入れは不要
 ・ 耐寒水栓（吊コマ）　　・ 湯沸室流し用の水栓は泡沫式とする。
 　排水口は（　・ 目皿　　・ 鎖付き共栓）とする。
　

 ・ 製造者標準仕様によるターゲットマークを設ける。

　建築設備定期検査業務基準書平成２０年版（(財)日本建築設備･昇降機センター）

 (1)屋内　汚水管　　　　　　　・ 鋳鉄管

 試験は（　・ 満水試験　　・ 煙試験）とする

 2.屋内消火栓種別

●
衛
生
器
具
設
備

●
給
水
設
備

○
浄
化

●
排
水
設
備

　 　

備考名称記号

排水管

給水管

凡例

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VB）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP） （土間内）

耐火二層管（VP）

既設配管

既設撤去配管 給水・排水・消火・ガス・冷媒・ﾄﾞﾚﾝ共通

給水・排水・消火・ガス・冷媒・ﾄﾞﾚﾝ共通

（JIS G 3452）

縮 尺

Ｍ-02

機械設備工事　特記仕様書２

　

給水栓

床上掃除口

床排水金物

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号
前田　祐作

一級建築士　第360917号
津市立成美小学校便所改修工事

－
原図:Ａ２

ＮＳ
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機械設備　器具表

管理教室棟

名     称

設
置
箇
所 子

員
職

女

和風便器 １５(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ)

洋風便器

ＴＯＴＯ

１階

子
男

所 所

便便

２

温水洗浄便座

１６

１

掃除用流し

小便器自動洗浄装置 TEA61AER

職
員

３

１普通便座

屋内運動場棟

所
便 便

所

男

子

女

子

２階

男

子

便

所所

便

子

女

所

便

子

男

３階

女

子

便

所

男 女

子子

便

所所

便

１階

２３

１ ３ ３

１１ ２ １ ２ １

１

１７２２ ２ ２ ２ ２ １

１５５ ５ ５

２ １

参考品番

ＬＩＸＩＬ

床排水トラップ 50A

１

２

２

１

多

機

能

便

所

１

１

小便器用ハイタンク １ １ ３

３

１ ３１１洋風便器

１

掃兼ドレン 100A １７２２ ２ ２ ２ ２ １ １１２

掃除用流し Sk22A,T23AE20,T9R,HH04060,T37SGEP １ １

１

衛生設備 器具表

新設

既設撤去

100A

S-202A,LF-7E-19、SF-20SAF-P,SF-10E

OK-100SET

(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ) (ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ)

(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ)

50A

手すり １ １ １ ３

Ｌ型手すり １ １ １ ３
50

A

施工前

50
A

50
A

施工中 施工後

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号
前田　祐作

一級建築士　第360917号
津市立成美小学校便所改修工事

※取り外した紙巻器は廃棄せず津市へ引き渡しとする。

※撤去しない和便器の紙巻器は既設品を再利用する。

特記事項

既設床排水トラップ取替　参考図

CFS494MNSNS(床給水低圧ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ),TCF585R(温水洗浄便座), C-P15HTU,CF-16114UTA(床給水低圧ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ)

CW-PB11F-NE(温水洗浄便座),CF-63HST(二連紙巻器)

T112CL11,固定金具共 KF-926AE80D25,固定金具共

小

計

小

計

３１13

12

３

３

３

２

１15

３

15

１

15

３

１

１

２

１

２

床仕上げ復旧

既設T5B50 ｶｯﾀｰ入

既設床仕上げ、撤去 目皿・金具枠撤去

単管残す

防水層 防水層 防水層

掃兼ドレン100
既設単管へ差込

YH702(二連式紙巻器)

TCF585(温水洗浄便座　AC100V　318W),分岐金具 他一式 CW-PB11F-NE(温水洗浄便座　AC100V),分岐金具 他一式

－
1/10

原図:Ａ２



Ｊ

改修後改修前

3
,
0
0
0

２０

１９

4,250

Ｉ

2253,715310

4,250

800 360

1,015 1,700 1,000

2
,
6
3
0

１９

3
,
0
0
0

２０

１９

4,250

ＩＪ

2253,715310

4,250

1,015 1,700 1,000

2
,
6
3
0

１９

職員女子便所職員女子便所

職員男子便所職員男子便所

1/50

1/50

1/50

1/50１ 階 平 面 詳 細 図

１ 階 平 面 詳 細 図１ 階 平 面 詳 細 図

１ 階 平 面 詳 細 図

Ｆ Ｅ Ｆ Ｅ

Ｍ-04

20
A

40
A

32
A

25A

40A32A

20
A

40
A

20A

25
A

25
A

和風便器撤去

和風便器撤去 洋風便器新設

洋風便器新設 25A

25
A20

A

40A 32A 25A

25A

25
A

掃除用流し撤去

和風便器撤去 和風便器撤去 和風便器撤去 洋風便器新設洋風便器新設

洋風便器新設

排水ﾄﾗｯﾌﾟ50A撤去

排水ﾄﾗｯﾌﾟ50A撤去

排水ﾄﾗｯﾌﾟ50A撤去

掃兼ﾄﾞﾚﾝ100A新設

掃兼ﾄﾞﾚﾝ100A新設

掃兼ﾄﾞﾚﾝ100A新設

★

★

既設給水管接続箇所

既設排水管接続箇所

☆

☆

既設給水管プラグ止箇所

既設排水管プラグ止箇所

新設衛生器具、給水・排水立上管、スラブ コア抜き本工事

★

★

既設給水管接続箇所

既設排水管接続箇所

☆

☆

既設給水管プラグ止箇所

既設排水管プラグ止箇所

新設衛生器具、給水・排水立上管、スラブ コア抜き本工事

★
★

★

★

★

＜管理教室棟＞１階平面詳細図（職員男子便所・職員女子便所）
一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号
前田　祐作

一級建築士　第360917号
津市立成美小学校便所改修工事

50
A

65A 50
A 75
A

75
A

75
A

10
0A

10
0A

65A

100A100A 100A

75
A

75
A

75
A 75
A

65
A

50
A

50
A

50
A

50
A

65A

65
A

65A

40
A

－
原図:Ａ２

1/50

75
A

75A

75
A

75A



Ｍ-05

１ 階 平 面 詳 細 図 1/50

改修後改修前

女子便所

2
1
0

5
,
0
0
0

2
,
6
0
5

2
,
6
0
5

１４

１５

男子便所

スロープ

1,500 6,200

7,700

ＡＢ

ＰＳ

2
1
0

5
,
0
0
0

2
,
6
0
5

2
,
6
0
5

ＰＳ

スロープ

１５

女子便所

男子便所

1,500 6,200

7,700

１４

Ｂ Ａ

１ 階 平 面 詳 細 図 1/50

＜管理教室棟＞１階平面詳細図（男子便所・女子便所）

25A

20
A

小便器用ﾊｲﾀﾝｸ撤去

和風便器撤去

25
A

洋風便器撤去

25A
洋風便器新設

洋風便器新設

20A

小便器自動洗浄装置新設×５

25
A

(
天

井
配

管
)

(
天

井
配

管
)

(
天

井
配

管
)

(
天

井
配

管
)

6,200

Ａ

小便器用ﾊｲﾀﾝｸ撤去

6,200

Ａ

既設給水管へ接続

20
A

20A 20A

20A 20A

排水ﾄﾗｯﾌﾟ50A撤去 排水ﾄﾗｯﾌﾟ50A撤去 掃兼ﾄﾞﾚﾝ100A新設掃兼ﾄﾞﾚﾝ100A新設

排水ﾄﾗｯﾌﾟ50A撤去 排水ﾄﾗｯﾌﾟ50A撤去 掃兼ﾄﾞﾚﾝ100A新設 掃兼ﾄﾞﾚﾝ100A新設

★

★

★
★

★

★

既設給水管接続箇所

既設排水管接続箇所

☆

☆

既設給水管プラグ止箇所

既設排水管プラグ止箇所

新設衛生器具、給水・排水立上管、スラブ コア抜き本工事

★

★

小便器自動洗浄装置新設×５

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号
前田　祐作

一級建築士　第360917号
津市立成美小学校便所改修工事

100A

100A 100A

100A

75
A

75A

100A

75
A

75A

100A100A

75A

－
原図:Ａ２

1/50



＜管理教室棟＞２階平面詳細図（男子便所・女子便所）
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＜管理教室棟＞３階平面詳細図（男子便所・女子便所）
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